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第一部【企業情報】

第１【企 業 の 概 況】

１【主要な経営指標等の推移】

回     次  第１２１期 第１２２期 第１２３期 第１２４期 第１２５期

決 算 年 月  平成15年3月 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月

(1) 連結経営指標等                

売上高 (百万円) 134,017  121,454 158,144 148,987  194,940

経常利益 (百万円)  360   5,648 17,216 10,730   23,913

当期純利益         

（損失は△表示） (百万円) △ 42,547   4,269 22,551 5,980   15,284

純資産額 (百万円) 2,730  7,287 34,154 39,630  55,136

総資産額 (百万円) 150,994  157,161 167,880 163,427  196,005

１株当たり純資産額 (円) △ 147.72  △ 92.64 207.23 266.49   440.26

１株当たり当期純利益金額         

（損失は△表示） (円) △ 512.10   51.33 255.81 62.43   139.40

潜在株式調整後１株当たり         

当期純利益金額 (円) －  10.79 175.28 50.16  －

自己資本比率 (％) 1.8  4.6 20.3 24.2  27.8

自己資本利益率 (％) －  85.2 108.8 16.2  32.5

株価収益率 (倍) －  6.88 2.18 8.41  7.83

営業活動によるキャッシュ
4,104

 
3,656 13,433 13,689

 
5,549

・フロー (百万円)   

投資活動によるキャッシュ
△ 1,951

 
 1,918 △ 2,460 △ 4,564

 
△ 4,538

・フロー (百万円)   

財務活動によるキャッシュ
△ 9,925

 
△ 5,118 △ 7,744 △ 10,546

 
 1,048

・フロー (百万円)   

現金及び現金同等物の         

期末残高 (百万円) 4,229  4,688 7,910 6,538  8,721

従業員数 (人) 2,165  2,115 2,115 2,139  2,198

(2) 提出会社の経営指標等                                  

売上高 (百万円) 77,344  86,886 120,227 112,179  155,242

経常利益 (百万円)  483   4,569 14,336 9,363   19,352

当期純利益          

（損失は△表示） (百万円) △ 49,786   4,667 16,185 5,706   11,335

資本金 (百万円) 12,736  12,736 14,743 14,743  22,251

発行済株式総数 (千株) 普通株式 83,330  普通株式 83,330 普通株式 91,519 普通株式 91,519  普通株式 123,973

  優先株式  優先株式 優先株式 優先株式   
  第Ⅰ種 20,000  第Ⅰ種 20,000 第Ⅰ種 20,000 第Ⅰ種 20,000   
  第Ⅱ種 25,000  第Ⅱ種 25,000 第Ⅱ種 25,000 第Ⅱ種 25,000   
                     第Ⅲ種 30,000  第Ⅲ種 30,000 第Ⅲ種 30,000 第Ⅲ種 30,000     

純資産額 (百万円)  7,709  12,815 33,277 38,270  49,039

総資産額 (百万円) 120,185   114,059 125,774 126,329   159,220

１株当たり純資産額 (円) △ 87.55  △ 26.24 197.65 251.61   396.05

1株当たり配当額 (円)                    普通株式 5.000 普通株式 5.000  普通株式 8.000

    優先株式 優先株式   
  －  － 第Ⅰ種 2.228 第Ⅰ種 2.236   
    第Ⅱ種 2.728 第Ⅱ種 2.736   
    第Ⅲ種 3.228 第Ⅲ種 3.236   
(うち１株当たり中間配当額) (－)  (－) (－) (－)  (－)

１株当たり当期純利益金額         

（損失は△表示） (円) △ 597.68   56.05 182.91 59.44   103.38

潜在株式調整後１株当たり         

当期純利益金額 (円) －  11.79 125.79 47.84  －

自己資本比率 (％)  6.4  11.2 26.5 30.3  30.8

自己資本利益率 (％)  －  45.5 70.2 16.0  26.0

株価収益率 (倍)  －  6.30 3.04 8.83  10.55



配当性向 (％)  －   － 2.7 8.4   7.7

従業員数 (人) 895  134 137 155  159



(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第121期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額の算定に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及

び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用して

おります。

３．第121期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。

４．提出会社の第123期の普通株式１株当たり配当額５円は、創立80周年記念配当２円を含んでおります。

５．第125期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

６．第125期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。

２【沿 革】

大正14年８月 中央理化工業株式会社を設立し、消火器の製造販売開始

昭和３年９月 商号を日本火工株式会社と改称し、火薬火工品の製造販売開始

昭和11年２月 川崎製造所稼動、特殊鋼・軽合金及びステンレス鋼の製造販売開始

昭和17年９月 商号を日本冶金工業株式会社と改称し、火薬火工部門を昭和火薬株式会社へ譲渡

昭和18年12月 大江山ニッケル工業株式会社を合併し、ニッケル鉱石の採掘並びにフェロニッケル

製錬事業を継承

昭和23年８月 東亜精機(株)（現・ナストーア(株)）設立

昭和24年５月 東京・大阪両証券取引所に上場

昭和28年５月 三信特殊線工業(株)（現・日本精線(株)）、当社グループ会社となる

昭和29年11月 (株)上野半兵衛商店（現・ナス物産(株)）、当社グループ会社となる

昭和31年８月 金沢工場ステンレス鋼鋳造品の生産販売開始

昭和35年２月 川崎製造所冷間圧延機（ゼンジミアミル）稼動

昭和35年10月 (株)ナスステンレス製作所（ナスステンレス(株)）設立

昭和40年３月 川崎製造所連続鋳造設備稼動

昭和41年４月 川崎製造所熱間圧延機（プラネタリーミル）稼動

昭和43年２月 川崎製造所６０屯電気炉稼動

昭和48年９月 (株)三国鋼帯製造所（現・ナス鋼帯(株)）、当社グループ会社となる

昭和50年12月 フェロニッケル製錬部門を分離して、新設の大江山ニッケル株式会社へ譲渡

昭和52年９月 川崎製造所６０屯アルゴン酸素炉外精錬設備（ＡＯＤ）稼動

昭和58年10月 大江山ニッケル株式会社を合併し、大江山製造所とする

平成元年６月 川崎製造所冷間圧延設備新鋭化計画完了

平成８年１月 川崎製造所冷間圧延製品ＩＳＯ９００２の認証取得

平成８年４月 川崎製造所新熱間圧延機（ＮＣＨミル）稼動

平成11年３月 川崎製造所冷間圧延製品ＩＳＯ１４００１の認証取得

平成11年９月 金沢工場閉鎖、ステンレス鋼鋳造品の生産販売より撤退

平成13年８月 行川アイランド（遊園地）を閉園

平成13年11月 大江山製造所フェロニッケル製造ＩＳＯ１４００１の認証取得

平成15年３月 ナスステンレス(株)の全株式を譲渡

平成15年４月 川崎製造所、大江山製造所を分社し、(株)ＹＡＫＩＮ川崎、(株)ＹＡＫＩＮ大江山

を設立

平成15年11月 日本精線(株)の株式の一部を譲渡し、持分法適用会社の対象外となる

平成17年３月 日本冶金工業連合厚生年金基金解散



３【事 業 の 内 容】

平成19年３月末現在において当社の企業集団は、当社、子会社18社及び関連会社３社により構成

されております。

その主な事業は、ステンレス鋼板及びその加工品の製造販売業であります。

なお、事業の種類別セグメントは単一であり、当社及び関係会社の位置付けは、次のとおりであ

ります。

（ステンレス鋼板及びその加工品事業）

当部門においては、ステンレス鋼、耐熱鋼及び高ニッケル合金鋼の鋼板、鍛鋼品、ステンレス建

材、ステンレス鋼管、ステンレス加工品等を製造・加工・販売しております。

〔主な関係会社〕

（製造・販売）

㈱ＹＡＫＩＮ川崎、㈱ＹＡＫＩＮ大江山、ナストーア㈱、ナス鋼帯㈱、ナスクリエート㈱、ナス

エンジニアリング㈱、カヤ興産㈱、宮津港運㈱、ナスビジネスサービス㈱、NAS TOA(THAILAND) 

CO.,LTD.

（加工・販売）

ナス物産㈱、クリーンメタル㈱

＜事業系統図＞

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

得 意 先

↑

商 品

↑

ステンレス鋼板及びその加工品事業

22社（含む当社）

  

  ㈱ＹＡＫＩＮ川崎     

  ㈱ＹＡＫＩＮ大江山    

  ナストーア㈱  原材料 日   

  ナス物産㈱  ← 製品等 →   

  ナス鋼帯㈱  の販売 本   

  ナスクリエート㈱    

  ナスエンジニアリング㈱  冶   

  カヤ興産㈱    

  宮津港運㈱  金   

  NAS TOA(THAILAND) CO.,LTD.    

  クリーンメタル㈱  
←

加工等
→

工   

  ナスビジネスサービス㈱  の委託   

  （以上連結子会社12社）  業   

     

  他、非連結子会社６社  ㈱   

    関連会社３社    

  （持分法非適用会社）    

                                   

                                          



４【関係会社の状況】

                                        議決権      

名 称 住 所
資本金 主要な事業 の所有又

関 係 内 容
(百万円) の内容 は被所有

   割合(%)  

(連結子会社)                                 

㈱ＹＡＫＩＮ 神奈川県  ステンレス鋼 ①左記製品を当社へ販売して  

川崎 川崎市 1,600 特殊鋼、ニッ 100.00 おります。  

 川崎区  ケル等の非鉄 ②当社役員７名が当該子会社  

    金属及びその の役員を兼任しております。

    合金の製造加 ③当社へ建物を賃貸しており  

                            工並びに販売 ます。      

             京都府        鉄及びフェロ ①ステンレス鋼の原料である  

㈱ＹＡＫＩＮ 宮津市 300 ニッケルの製 100.00 左記製品を㈱YAKIN川崎へ  

大江山   錬並びに販売 販売しております。  

   ②当社役員４名が当該子会社  

                                        の役員を兼任しております。

 東京都  ステンレス鋼 ①当社の商品を素材として  

ナストーア㈱ 品川区 800 管及び加工品 100.00 購入しております。  

   電気溶接機の ②当社役員１名、従業員１名  

   製造販売 が当該子会社の役員を兼任し

                                        ております。      

 東京都  ステンレス鋼 ①当社役員２名、従業員１名  

ナス物産㈱ 千代田区 560 特殊鋼及び加 98.05 が当該子会社の役員を兼任  

   工品の販売並 (1.79) しております。  

   びに加工 ②当社の商品の販売代理店で  

    あり、当社グループにおけ  

    る商品・製品販売、原料購  

   入の取扱商社であります。  

   ③当社より工場設備の一部を  

                                        賃借しております。      

 大阪市  ステンレス磨 ①当社役員１名、従業員１名  

ナス鋼帯㈱ 中央区 682 帯鋼の製造販 85.82 が当該子会社の役員を兼任  

   売 (2.48) しております。  

   ②当社の商品を素材として購  

   入し、一方製造加工を受託  

                                        しております。  

 東京都  ステンレス製 ①当社に対し、梱包用資材販  

ナスクリエート 中央区 90 品梱包用資材 100.00 売、梱包作業受託を行って  

㈱   の販売、梱包 (1.11) おります。  

   作業、及び損  

                            害保険代理業      

 東京都  ステンレス鋼 ①当社役員１名が当該子会社  

ナスエンジニ 中央区 102 精整加工及び 86.62 の役員を兼任しております。

リング㈱   設備設置工事 (14.92) ②当社より製造作業、設備設  

    置工事を受託しております。

             京都府        運送業       ①当社役員１名、従業員１名  

カヤ興産㈱ 与謝郡 20 建設業 99.96 が当該子会社の役員を兼任  

 与謝野町  細骨材販売 しております。  

   ②当社より原材料等の運搬作  

   業を請負っております。  

   ③当社より事業用地の一部を  

                                        賃借しております。      

                                        



                                        

                                        議決権      

名 称 住 所
資本金 主要な事業 の所有又

関 係 内 容
(百万円) の内容 は被所有

   割合(%)  

             京都府        港湾運送業   ①当社役員２名が当該子会社  

宮津港運㈱ 宮津市 32 通関業 100.00 の役員を兼任しております。

   ②当社より荷役作業を請負っ  

                                        ております。      

             千葉県        ステンレス鋼 ①当社役員２名が当該子会社  

クリーンメタル 浦安市 200 特殊鋼及び加 100.00 の役員を兼任しております。

㈱   工品の販売並 (30.00) ②当社より商品の一部を仕入  

   びに加工 、販売しております。  

    ③当社より建物用地及び設備  

   の一部を賃借しております。

             東京都        コンピュータ ①当社役員２名、従業員２名  

ナスビジネス 中央区 10 ー情報システ 100.00 が当該子会社の役員を兼任  

サービス㈱    ムの開発と運 しております。  

    用及び手形買 ②当社より情報システムの開  

    取・債権買取 発・運用を受託しておりま  

    業務 す。  

     ③当社より手形の買取を行っ  

     ております。  

    ④当社より建物及び設備を賃  

                                        借しております。      

             タイ国        ステンレス鋼 ①当社役員１名が当該子会社  

NAS TOA  220百万 管及び加工品 84.50 の役員を兼任しております。

(THAILAND)  バーツ の製造販売 (31.67) ②当社の商品を素材として購  

CO.,LTD.   入しております。  

                                             

(注) １．連結子会社のうち、㈱ＹＡＫＩＮ川崎、ナス物産㈱は特定子会社であります。

２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数として記載しております。

３．ナス物産㈱は、連結売上高に占める売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の

割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

(1) 売上高 98,697百万円

(2) 経常利益 2,256〃

(3) 当期純利益 1,194〃

(4) 純資産額 2,887〃

(5) 総資産額 32,891〃



５【従 業 員 の 状 況】

(１) 連 結 会 社 の 状 況

     平成19年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

ステンレス鋼板及びその加工品事業 2,198

(注)１．従業員数は就業人員であります。

  ２．臨時雇用者数については、その総数が従業員数の100分の10未満のため、記載を省略して

        おります。

(２) 提 出 会 社 の 状 況

     平成19年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

159 43.1 18.3 7,581,706

(注)１．従業員数は就業人員であります。

  ２．臨時雇用者数については、その総数が従業員数の100分の10未満のため、記載を省略して

        おります。

  ３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(３) 労 働 組 合 の 状 況

特記すべき事項はありません。



第２【事 業 の 状 況】

１【業 績 等 の 概 要】

(１)業  績

当連結会計年度のわが国経済は、世界経済の拡大により輸出が好調に推移するとともに、堅調な

企業収益の改善に支えられ設備投資が増加するなど、景気は緩やかな回復基調が持続しました。

ステンレス特殊鋼業界におきましては、国内、海外ともに在庫調整期でありました前連結会計年

度とは様変わりをし、国内景気に加えて、旺盛な成長過程にあるアジア経済等を背景に需給は引き

締まり、あわせて原料価格高騰による販売価格の上昇や欧州地域での供給タイト感などの要因もあ

り、極めて活発な取引展開となりました。

このような状況の下、当社グループは事業環境が変化しても安定した収益を確保できる企業体質

を構築するため、中期経営計画「ビルドアッププラン ３－７－５」（以下「中期経営計画」）の

実行にグループ一丸となって取り組んでまいりました。

具体的には、高騰が続く原料価格に見合った販売価格の実現に努めるとともに、高機能材路線の

一層の推進を通じた事業構造改革の深耕による収益力の強化に注力してまいりました。

上記より、当連結会計年度における営業利益は 26,842百万円（前年度 13,300百万円）、経常利

益は23,913百万円（前年度 10,730百万円）となり、いずれも大きく増加いたしました。当期純利

益につきましては、繰延税金資産の回収可能性見直しに伴う法人税等の減少があったことから、

15,284百万円（前年度 5,980百万円）となりました。

また、当社は平成１８年６月２９日開催の第１２４期定時株主総会において、自己株式（優先株

式）取得枠設定が決議されたことに伴い、同年５月並びに１１月に発行いたしました第三者割当に

よる無担保転換社債型新株予約権付社債（発行総額 15,000百万円）を原資として全ての優先株式

の買取及び消却を行いました。これにより、自己資本の質的改善と財務基盤の強化が図られること

となり、企業価値の向上に資するものとなりました。

① 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（ステンレス鋼板及びその加工品事業）

☆注 当社グループの事業区分は「ステンレス鋼板及びその加工品事業」単一となっております。

当連結会計年度におきましては、産業用機器向けや建設用向けを中心に需要が堅調に推移したこ

とに加え、原料価格の高騰による先高感などから国内、海外ともに総じてタイトな需給に終始いた

しました。

本事業の内、当社グループが最も重要な戦略課題として位置付けている高機能材製品につきまし

ては、電子材料分野向けこそ前年度並みの数量となりましたが、その他の分野における取組みが

徐々に実を結び、エネルギー・環境関連向け用途が着目されて商談も活発化し、高耐熱鋼、高耐

食鋼の販売量は増加いたしました。

加えて、原料価格上昇分の販売価格への転嫁を推し進めたことにより、本事業の当連結会計年度

売上高は前年度比 30.8%増の 194,940百万円となり、このうち国内売上高は 157,563百万円（前年

度比 27.3%増）、輸出売上高は 37,376百万円（前年度比 48.5%増）となりました。 

② 所在地別セグメントの業績につきましては、全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が

90%を超えているため、記載を省略しております。

(２)キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業キャッシュ・フローは 5,549百万円の収入となり、前年度比 8,140

百万円減少しております。当該減少の主な要因は、税金等調整前当期純利益が増加（ 13,709百万

円）した一方、売掛債権の増加に伴うキャッシュ・フローの減少（ 20,361百万円）があったこと

によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資キャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出

（ 4,350百万円）を含め、4,538百万円の支出（前年度 支出 4,564百万円）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における財務キャッシュ・フローは、借入金残高の増加等により1,048百万円の

収入（前年度支出 10,546百万円）となりました。なお、平成１８年５月並びに同年１１月、当社

は無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました（発行総額 15,000百万円）。手取金は、

当社が平成１５年３月に発行した優先株式の取得及び消却の資金に充当しております。

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、換算差額を含めて 8,721百

万円となり、前年度末比 2,183百万円増加いたしました。



２【生産、受注及び販売の状況】

(１)生産実績

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと以下のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比増減（％）

ステンレス鋼板及びその加工品事業 133,535 26.0       

（注）１．金額は製品製造原価によっております。

   ２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

(２)受注状況

当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと以下のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

  受 注 高 受注残高   

金額 前年同期比 金額 前年同期比

（百万円） 増減(%) （百万円） 増減(%)

ステンレス鋼板及びその加工品事業 209,371 40.2 31,879 82.7  

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。

(３) 販 売 実 績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと以下のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比増減（％）

ステンレス鋼板及びその加工品事業 194,940 30.8       

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

   ２．主要な販売先はいずれも総販売実績に対する販売実績の割合が10％未満のため、記載を

     省略しております。



３【対処すべき課題】

〔経営の基本方針〕

当社グループの事業経営は、創造と効率を両輪として生み出されたすぐれた製品を提供すること

により、社会に進歩と充実をもたらすことを理念としており、全ての面で国際的水準において優位

に立ち、企業価値を高めることで株主を始め皆様の期待に応えることを目標としております。

当社グループは、平成17年４月より中期経営計画を実行中であります。

上記目標を達成すべく、本中期経営計画の着実な実行に向け、グループ一丸となってまい進する所

存であります。

〔中長期的な会社の経営戦略〕

 当社グループが現在実行しております中期経営計画の概要は下記のとおりであります。

（１）計画期間    平成17年４月～平成20年３月（３年間）

（２）具体的施策

①開発・生産・販売の一体化による高機能材拡販強化

― コア技術を活かした新規高機能材の開発と商品化、グループでの２次加工品の共同開発を

通じた高機能材の品揃え強化、顧客ニーズにきめ細かく対応可能な販売体制の構築

②連結ベースの期間累計で計149億円の設備投資を計画

― 高機能材のさらなる拡販のための製造プロセス機能増強投資、環境対応及び安定操業のた

めの維持投資

③システム再構築

― 多品種小ロットに対応した業務プロセス、基幹情報システムの再構築

（３）連結損益計画 （単位：億円）

                   平成１８年３月期 平成１９年３月期 平成２０年３月期

   計画   実績   計画 実績 計画 予想  

 売   上   高   1,464   1,490   1,469 1,949 1,509 2,560  

 営 業 利 益   117   133   116 268 116 330  

 経 常 利 益   90   107   88 239 87 315  

 当 期 純 利 益   57   60   56 153 55 180  

[損益計画の前提条件] ※上記損益計画の基礎となる環境認識

ニッケルＬＭＥ価格 ○ 足元の日本経済は米国経済や中国経済の底堅さに支えられ、企

→ ポンド当たり５㌦ 業収益は高いレベルを維持すると見込む。

為替レート ○ ステンレス業界においては、計画期間中に中国をはじめとする

→ １１０円／㌦ アジアでのステンレス鋼生産の急増が予想されており、需給悪化

と競争の激化が懸念される。

○ 原油や原料価格の高騰に伴うコスト増加は当面継続するものと

思われる。 

（４）数値目標

高機能材売上高比率(個別ベース)  50％以上

ＲＯＡ（連結ベース）  ７％以上 ※ＲＯＡ = (営業利益 + 受取利息

自己資本比率（連結ベース）  30％以上 ・配当金)／総資産

〔会社の対処すべき課題〕

次期の景況につきましては、企業業績の好調さが持続し、緩やかな景気回復が続くものと思われま

す。

ステンレス特殊鋼業界におきましては、好景気に裏付けられた需要傾向を辿るものと予想されます

が、一方、かねてより懸念されておりましたアジア地域での新設ステンレスミルは、概ね予定通り

稼動を始め、殊に中国での生産量は飛躍的に増加しており、アジア地域での供給過剰問題について

は、ステンレス特殊鋼業界に内在する課題として今後も注視していく必要があります。加えて過度

な原料価格の高騰が代替素材や安価な鋼種への切り替え等、新たな懸念材料を生じさせております。

このような状況の中で当社グループといたしましては、中期経営計画（期間３年）の 終年度にあ

たり、より一層、高機能材の分野を充実させながら事業構造変革を推し進めるとともに、原料価格

に見合った適正な販売価格を確保し、またコストダウンを更に追求する中で、計画目標の達成に努

めてまいります。

次へ



〔株式会社の支配に関する基本方針〕

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は上場会社であるため、当社株式は、株主・投資家の皆様によって自由に取引ができる

ものです。したがいまして、当社は、当社株式に対する大規模な買付行為につきましても、

これを一概に否定するものではありません。大規模な買付行為の提案に応じるべきか否かの判

断は、当社の経営を誰に委ねるべきかという問題に関連しますので、 終的には、個々の株主

の皆様の自由な意思によってなされるべきであると考えます。

しかしながら、近年、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣との協議や合

意のプロセスを経ることなく、いわば敵対的に、突如として一方的に大規模な株式の買付行為

を強行するといった動きが顕在化しつつあります。このような一方的な大規模な買付行為の中

には、株主の皆様に対して当該買付行為に関する十分な情報が提供されず株主の皆様に株式の

売却を事実上強要するおそれがあるものや、株主の皆様が当該買付行為の条件・方法等につい

て検討し、また、当社の取締役会が代替案の提案等を行うための十分な時間を確保しないもの、

その他真摯に合理的な経営を行う意思が認められない等当社の企業価値ひいては株主の皆様

の共同の利益を著しく損なう買付行為もあり得るものです。

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価

値の様々な源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で、当社の企

業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保しまたは向上させることを真摯に目

指す者でなければならないと考えております。したがいまして、上記のような大規模な買付行

為等の当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある大規模な

買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考

えます。

Ⅱ．基本方針の実現に資する取組み

当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企

業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させるための取組みとして、下記１．の経営理

念及び企業ビジョン、並びに下記２．の当社の企業価値の源泉についての考え方に基づき、

「中期経営計画2005～2007（ビルドアッププラン３－７－５）」を策定し、また、下記３．の

取組みを実施しております。

１．経営理念及び企業ビジョン

当社グループは、

・社会に進歩と充実をもたらす、すぐれた商品を提供すること、

・自主独立を基本に、創造と効率を両輪として、あくなき発展と向上を追求すること、

及び

・当社グループとともに歩むものの幸福を増進し、より大きな働き甲斐のある場を社会

に提供すること

を経営理念に掲げ、また、

「新しい価値の創造に挑戦し、世界の市場で魅力あるステンレス特殊鋼メーカーとなる」

ことを企業ビジョンとしております。

２．当社企業価値の源泉

当社の企業価値の源泉は、（ア）ステンレス鋼や高ニッケル合金等の専業メーカーとして

長年蓄積してきた多品種小ロット生産に適した高度な製造技術・生産設備、及びそれらの基

盤となる従業員各々の技術・ノウハウ等、（イ）フェロニッケルから高級ステンレス鋼・高

ニッケル合金までの一貫生産を行う当社独自のビジネスモデル、並びに、（ウ）製品の販売

先や原料調達先等、国内外の取引先等と長期にわたり築いてきた強固な信頼関係、株主の皆

様や金融機関、地域社会、従業員等その他の利害関係者との強固な信頼関係等にあるものと

考えております。したがいまして、当社の企業価値の向上には、技術力・開発力の更なる向

上とともに、技術とノウハウを有する従業員等の継続的な確保・育成、安定的な原料調達の

確保、取引先その他の利害関係者との強固な信頼関係の維持等が不可欠であると考えます。

３．中期経営計画に基づく取組み等

当社は、上記１．の経営理念及び企業ビジョン、並びに上記２．の当社の企業価値の源泉

についての考え方に基づき、平成17年３月に「中期経営計画2005～2007（ビルドアッププラ

ン３－７－５）」を策定し、当該中期経営計画の実行に向けて、グループ一丸となって邁進

しております。

当社は、当該中期経営計画の基本方針として、（ア）高機能材路線の一層の推進による事

業構造変革の深耕（高機能材部門の売上高比率50％以上の達成を目標とする。）、（イ）事



業環境の変化に対応可能な安定した収益基盤の構築（ＲＯＡ７％以上の達成を目標とす

る。）、（ウ）自己資本比率の向上を主とした財務体質の改善（自己資本比率30％以上の達

成を目標とする。）を掲げております。

このような基本方針の下での具体的な取組みとして、当社は、環境・エネルギーの需要分

野等において高機能材の受注拡大に注力しているほか、高機能材の生産能力強化等に向けて、

来年１月にアルゴン酸素真空精錬炉の新設備を稼動させるべく準備を進めております。



また、エクイティファイナンスを実施して優先株式を消却することで、資本の質の充実と

財務体質の改善も推進しました。

当社は、これらの取組みを推進することにより、上記の中期経営計画の基本方針の実現を

通じて、ステンレス特殊鋼メーカーとしての事業基盤をより一層強固にし、もって企業価値

を高めることに取り組んでおります。

また、これらの中期経営計画に基づく取組みに加えて、当社は、グループ全体の継続的な

企業価値向上に向けて、経営の効率性・公正性を向上させるため、コーポレートガバナンス

を充実させることも、経営上の 重要課題の一つと考えています。具体的には、適時適切な

経営情報の開示及びコンプライアンスの徹底等に取り組んでおります。

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み

当社は、平成19年４月27日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する

対応方針（以下「本対応方針」といいます。）の導入を決定いたしました。本対応方針は同日

付で効力が生じておりますが、本対応方針の導入に関する株主の皆様のご意思を確認するため、

平成19年６月27日に開催した当社第125期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）

において下記の定款変更議案及び本対応方針の導入に関する議案をお諮りし、これらの議案

のいずれについてもご承認をいただいております。

○定款 第15条（新設）

株主総会は、法令に規定する事項及び定款に別途定めがある事項のほか、当会社の株式の大規

模買付行為に関する対応方針の導入、変更、存続及び廃止について、その決議により定めるこ

とができる。

②前項に定める当会社の株式の大規模買付行為に関する対応方針とは、当会社の財務及び事業

の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当会社の

財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みをいう。

なお、本対応方針の内容については下記のとおりであります。

１．本対応方針導入の目的

当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させることを

目的として、本対応方針を導入いたします。本対応方針の導入に関する当社の考え方の詳細

は、以下のとおりです。

当社は製品の原料たるフェロニッケルからステンレス特殊鋼の 終製品までを一貫生産す

るわが国唯一のメーカーでありその事業は幅広い範囲に及んでおり、また、当社の企業価値

の源泉は、当社の技術力・開発力、ビジネスモデル、様々な利害関係者との強固な信頼関係

等多岐に亘っています。また、当社は、中期経営計画に基づく取組み等の様々な取組みを現

に実施しております。

したがいまして、当社が大規模買付者（下記2．（1）において定義されます。）から大規模

買付行為（下記2．（1）において定義されます。）の提案を受けた場合に、株主の皆様が、

これらの当社の事業の状況・当社企業価値の源泉、及び当社が現に実施している様々な取組

みを踏まえた当社の企業価値、並びに具体的な買付提案の条件・方法等を十分に理解された

上で、当該大規模買付行為の提案に応じるか否かのご判断を短期間のうちに適切に行うこと

は、極めて困難であると考えられます。

そのため、株主の皆様がかかる大規模買付行為の提案に応じるか否かのご判断を適切に行

うためには、大規模買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担っ

て当社の事業及び上記の様々な取組みの内容に精通している当社取締役会から提供される情

報並びに当該大規模買付行為に関する当社取締役会の意見等を含む十分な情報が株主の皆様

に対して提供されることが必要であるとともに、株主の皆様がその情報を熟慮するための十

分な時間が確保されることが不可欠であると考えております。また、当社は、当社の企業価

値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保または向上の観点から大規模買付行為の条件・方

法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大規模買付行為の条件・方法につい

て、大規模買付者と交渉するとともに、代替案の提案等を行う必要もあると考えております

ので、そのために必要な時間も確保されるべきであります。

さらに、当社取締役会は、大規模買付者の有する大規模買付行為後の当社の経営方針等を

含め当該大規模買付行為の条件・方法等が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益

の確保または向上に資するものであるか否かを評価・検討した結果として、当該大規模買付

行為が、当社株式を買い集め、多数派株主として自己の利益の追求のみを目的として濫用的



な会社運営を行うものであったり、株主の皆様に当社株式の売却を事実上強要し、または、

株主の皆様を当社の真実の企業価値を反映しない廉価で当社株式を売却せざるを得ない状況

に置くような態様によるものである等の当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を

著しく損なうものであると判断される場合には、当該大規模買付行為に対して必要且つ相当

な対抗措置を講じる必要もあるものと考えます。

したがいまして、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確



保しまたは向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施

しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、及びその内容の評価・検討

等に必要な期間の確保を求めるために、本対応方針を導入することを決定いたしました。

本対応方針は、大規模買付行為を行おうとする大規模買付者に対して十分な情報の提供と十

分な検討等の期間の確保を要請したにもかかわらず、かかる要請に応じない大規模買付者に

対して、または、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模買

付行為を行いまたは行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発動できることとして

います。

なお、当社取締役会による本対応方針導入の決定時点におきましては、特定の第三者より

当社取締役会に対して当社株式の大規模買付行為に該当する行為に関する提案がなされてい

る事実はありません。また、当社の大株主及び大量保有報告書の提出の状況につきましては、

「第４ 提出会社の状況１．株式等の状況（６）大株主の状況」をご参照下さい。

次へ



２．本対応方針の内容

（１）大規模買付ルールの設定

（ⅰ）対抗措置発動の対象となる大規模買付行為

本対応方針においては、次の①もしくは②に該当する行為またはこれらに類似する

行為（但し、当社取締役会が予め承認したものを除きます。このような行為を以下

「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大

規模買付者」といいます。）がなされ、またはなされようとする場合には、本対応方

針に基づく対抗措置が発動されることがあります。

①当社が発行者である株券等（注1）について、保有者（注2）の株券等保有割合（注

3）の合計が20％以上となる買付け

②当社が発行者である株券等（注4）について、公開買付け（注5）に係る株券等の株

券等所有割合（注6）及びその特別関係者（注7）の株券等所有割合の合計が20％以

上となる公開買付け

（ⅱ）「大規模買付意向表明書」の当社への事前提出

まず、大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社に対して、本対応方針に

定められた手続（以下「大規模買付ルール」といいます。）に従って大規模買付行為

を行う旨の誓約等を記載した「大規模買付意向表明書」を提出していただきます。

具体的には、「大規模買付意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。

（ア）大規模買付者の概要

①氏名または名称及び住所または所在地

②代表者の氏名

③会社等の目的及び事業の内容

④大株主または大口出資者（所有株式数または出資割合上位10名）の概要

⑤国内連絡先

⑥設立準拠法

（イ）大規模買付者が現に保有する当社の株券等の数、及び、大規模買付意向表明

書提出日前60日間における大規模買付者の当社の株券等の取引状況

（ウ）大規模買付者が提案する大規模買付行為の概要（大規模買付者が大規模買付

行為により取得を予定する当社の株券等の種類及び数、並びに大規模買付行為

の目的の概要（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規

模買付行為後の当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等（注8）

を行うことその他の目的がある場合には、その旨及び概要。なお、目的が複数

ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みます。）

（エ）大規模買付ルールに従う旨の誓約

なお、「大規模買付意向表明書」の提出にあたっては、商業登記簿謄本、定款の

写しその他の大規模買付者の存在を証明する書類を添付していただきます。

（ⅲ）「大規模買付情報」の提供

上記（ⅱ）の「大規模買付意向表明書」をご提出いただいた場合には、大規模買付

者には、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主の皆様の



ご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために必要且つ十分な情報（以下「大規

模買付情報」といいます。）を提供していただきます。

まず、当社は、大規模買付者に対して、大規模買付意向表明書を提出していただい

た日から10営業日（注9） （初日不算入）以内に、当初提出していただくべき情報

を記載した「大規模買付情報リスト」を上記（ⅱ）（ア）⑤の国内連絡先宛に発送

いたしますので、大規模買付者には、かかる大規模買付情報リストに従って十分な

情報を当社に提出していただきます。

また、上記の大規模買付情報リストに従い大規模買付者から提供していただいた情

報では、当該大規模買付行為の内容及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及

び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判

断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を大規模買付者から提供し

ていただきます。

なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報

は、原則として大規模買付情報リストの一部に含まれるものとします。

①大規模買付者及びそのグループの詳細（沿革、資本金の額または出資金の額、発行

済株式の総数、役員の氏名、職歴及び所有株式の数その他の会社等の状況、並びに

直近2事業年度の財政状態、経営成績その他の経理の状況を含みます。）

②大規模買付行為の目的（大規模買付意向表明書において開示していただいた目的の

具体的内容）、方法及び内容（大規模買付行為の適法性に関する意見を含みます。）

③買付対価の種類及び金額（有価証券等を対価とする場合には、当該有価証券等の種

類及び交換比率、有価証券等及び金銭を対価とする場合には、当該有価証券等の種

類、交換比率及び金銭の額を記載していただきます。）、並びに当該金額の算定の

基礎及び経緯（算定の基礎については、算定根拠を具体的に記載し、当該金額が

時価と異なる場合や大規模買付者が 近行った取引の価格と異なる場合には、その

差額の内容も記載していただきます。また、株券等の種類に応じた買付価格の価額

の差について、換算の考え方等の内容も具体的に記載していただきます。算定の経

緯については、算定の際に第三者の意見を聴取した場合に、当該第三者の名称、意

見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を具体的に記載して

いただきます。）

④大規模買付行為に要する資金の調達状況、及び当該資金の調達先の概要（預金の場

合は、預金の種類別の残高、借入金の場合は、借入金の額、借入先の業種等、借入

契約の内容、その他の資金調達方法による場合は、その内容、調達金額、調達先の

業種等を含みます。）

⑤大規模買付者が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻し契

約、売買の予約その他の重要な契約または取決め（以下「担保契約等）といいます。）

がある場合には、その契約の種類、契約の相手方、契約の対象となっている株券等

の数量等の当該担保契約等の具体的内容

⑥大規模買付者が大規模買付行為において取得を予定する当社の株券等に関する担

保契約等の締結その他の第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している

担保契約等その他の第三者との間の合意の種類、契約の相手方、契約の対象となっ

ている株券等の数量等の当該担保契約等その他の第三者との間の合意の具体的内容

⑦支配権取得または経営参加を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付

行為の完了後に企図する当社及び当社グループの支配権取得または経営参加の方法、

並びに支配権取得後の経営方針または経営参加後の計画。組織再編、企業集団の

再編、解散、重要な財産の処分または譲受け、多額の借財、代表取締役等の選定

または解職、役員の構成の変更、配当・資本政策に関する重要な変更、その他当社

及び当社グループの経営方針に対して重大な変更を加え、または重大な影響を及ぼ

す行為を予定している場合には、その内容及び必要性

⑧純投資または政策投資を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付行為

の後の株券等の保有方針、売買方針及び議決権の行使方針、並びにそれらの理由。

長期的な資本提携を目的とする政策投資として大規模買付行為を行う場合には、

その必要性

⑨重要提案行為等を行うことを大規模買付行為の目的とする場合、または大規模買

付行為の後に重要提案行為等を行う可能性がある場合には、当該重要提案行為等の

目的、内容、必要性及び時期、並びにいかなる場合において当該重要提案行為等

を行うかに関する情報



⑩大規模買付行為の後、当社の株券等を更に取得する予定がある場合には、その理

由及びその内容

⑪大規模買付行為の後、当社の株券等が上場廃止となる見込みがある場合には、そ

の旨及び理由

⑫大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡が存在する場合には、

その目的及び内容並びに当該第三者の概要

⑬当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社の利害関係者との関係を大

規模買付行為の完了後に変更する予定がある場合には、その具体的内容

⑭大規模買付者が当社及び当社グループの事業と同種の事業を営んでいる場合には、

大規模買付行為の完了後における独占禁止法または海外競争法に照らした適法性

についての考え方



なお、当社は、大規模買付行為の提案があった事実及び大規模買付者から提供さ

れた情報が株主の皆様のご判断に必要であると認められる場合には、適切と判断す

る時点で、その全部または一部を株主の皆様に開示いたします。

また、当社は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が完了したと当社取締役

会において合理的に判断されるときには、その旨を大規模買付者に通知（以下「情

報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたします。

（ⅳ）取締役会評価期間の設定等

当社は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、

以下の①または②の期間（いずれの場合も初日不算入）を、当社取締役会による評

価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」

といいます。）として設定します。

①対価を金銭（円貨）のみとし、当社の株券等のすべてを対象とする公開買付けに

よる大規模買付行為の場合には60日間

②その他の大規模買付行為の場合には90日間

大規模買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大規模買付行為を

開始することができるものとします。

当社取締役会は、取締役会評価期間中に、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を

得ながら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、大規模買付行為に関

する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、大規模買付者に通知するとと

もに、適時且つ適切に株主の皆様に公表いたします。また、必要に応じて、大規模

買付者との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社

取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。

（注1）証券取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。以下別段の定め

がない限り同じです。なお、本対応方針において引用される法令等に改正（法

令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。）があった場合

には、本対応方針において引用される法令等の各条項及び用語は、当社取締役

会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項及び

用語を実質的に継承する法令等の各条項及び用語に読み替えられるものとしま

す。

（注2）証券取引法第27条の23第１項に規定する保有者を意味し、同条第３項の規定に

基づき保有者に含まれる者を含みます。以下別段の定めがない限り同じです。

（注3）証券取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合を意味します。以下別

段の定めがない限り同じです。

（注4）証券取引法第27条の２第１項に規定する株券等を意味します。以下②において

同じです。

（注5）証券取引法第27条の２第６項に規定する公開買付けを意味します。以下別段の

定めがない限り同じです。

（注6）証券取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合を意味します。以下別

段の定めがない限り同じです。

（注7）証券取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者を意味します。但し、同項

第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開

示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。以下別段の定めがな

い限り同じです。

（注8）証券取引法第27条の26第１項、証券取引法施行令第14条の８の２第１項、及び

株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定する重要提案行

為等を意味します。以下別段の定めがない限り同じです。

（注9）なお、営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日

以外の日をいいます。以下別段の定めのない限り同じです。

次へ



（２）大規模買付行為がなされた場合における対応方針

（ⅰ）対抗措置発動の条件

（ア）大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行う場合

大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行いまたは行おう

とする場合には、その具体的な条件・方法等の如何を問わず、当社取締役会は、

当該大規模買付行為を当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく

損なう敵対的買収行為とみなし、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益を確保しまたは向上させるために必要且つ相当な対抗措置を講じることといた

します。

（イ）大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う場合

大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行いまたは行おうと

する場合には、当社取締役会が仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、

反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う可能性は排除し

ないものの、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。

大規模買付行為の提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大規模買付

行為に関する大規模買付情報及びそれに対する当社取締役会の意見、代替案等を

ご考慮の上、ご判断いただくこととなります。

但し、大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行いまたは行

おうとする場合であっても、当該大規模買付行為が専ら大規模買付者の短期的な

利得のみを目的とするものである等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同

の利益を著しく損なうものであると認められる場合には、当社取締役会は、当社

の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させるために、

必要且つ相当な対抗措置を講じることがあります。

具体的には、以下に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合または

該当すると判断するに足りる合理的な根拠が存する場合には、原則として、当該

大規模買付行為は当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損な

うものであると認められる場合に該当するものと考えます。

①大規模買付者が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ

株価をつり上げて高値で当社の株券等を当社関係者に引き取らせる目的で当

社の株券等の取得を行っているまたは行おうとしている者（いわゆるグリー

ンメイラー）であると判断される場合

②当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営

上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の

当社または当社グループ会社の資産を当該大規模買付者またはそのグループ

会社等に移転させる目的で当社の株券等の取得を行っていると判断される場

合

③当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該

大規模買付者またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用

する目的で、当社の株券等の取得を行っていると判断される場合

④当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に

当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分さ

せ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいはかかる一時的

高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券等の高価売り抜けをす

る目的で当社の株券等の取得を行っていると判断される場合

⑤大規模買付者の提案する当社の株券等の買付条件（買付対価の種類及び金額、

当該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容（当該取得の時期及び方

法を含みます。）、違法性の有無、実現可能性等を含みますがこれらに限ら

れません。）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分または不適切なも

のであると判断される場合

⑥大規模買付者の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階

買収（ 初の買付けで当社の株券等の全部の買付けを勧誘することなく、二

段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等

の株券等の買付けを行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会

または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株券等の売却を強要する

おそれがあると判断される場合

⑦大規模買付者による支配権の取得により、当社の株主の皆様はもとより、顧



客、従業員その他の利害関係者の利益を含む当社の企業価値ひいては株主の

皆様の共同の利益の著しい毀損が予想される等、当社の企業価値ひいては株

主の皆様の共同の利益の確保または向上を著しく妨げるおそれがあると判断

される場合

⑧大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来

の企業価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合

の当社の企業価値に比べ、著しく劣後すると判断される場合

⑨大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切で

あると判断される場合

⑩その他①ないし⑨に準じる場合で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共

同の利益を著しく損なうと判断される場合

（ⅱ）対抗措置の内容

本対応方針における対抗措置としては、原則として、新株予約権（以下「本新株予約

権」といいます。）の無償割当てを行います。但し、会社法その他の法令及び当社の

定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該

その他の対抗措置が用いられることもあります。本新株予約権の概要は、以下に記載

のとおりといたします。

なお、当社は、本新株予約権の無償割当てによる対抗措置の機動的発動を確保するた

めに、新株予約権の発行登録を行うことを予定しております。

①本新株予約権の割当総数

本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議

（以下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）において当社取締役会が別

途定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）における当社の 終の発行済

みの普通株式の総数（但し、同時点において当社の有する当社の普通株式の数を除

きます。）と同数とします。

②割当対象株主

割当期日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株

主に対し、その所有する当社の普通株式（但し、同時点において当社の有する当社

の普通株式を除きます。）１株につき１個の割合で本新株予約権の無償割当てをし

ます。

③本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

④本新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権１個

当たりの目的である株式の数は１株（以下「対象株式数」といいます。）とします。

但し、当社が株式の分割または株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行う

ものとします。

⑤本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に

際して出資される財産の当社の普通株式１株当たりの金額は１円以上で当社取締役

会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める額とします。

⑥本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

⑦本新株予約権の行使条件

（ア）特定大量保有者（注1）、（イ）特定大量保有者の共同保有者（注2）、

（ウ）特定大量買付者（注3）、（エ）特定大量買付者の特別関係者、もしくは（オ）

これら（ア）乃至（エ）の者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく

譲受けもしくは承継した者、または、（カ）これら（ア）乃至（オ）に該当する者の

関連者（注4）（これらの者を総称して、以下「非適格者」といいます。）は、本新株

予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳

細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

⑧当社による本新株予約権の取得

当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本

新株予約権を取得し、これと引き替えに本新株予約権１個につき対象株式数の当

社の普通株式を交付することができるものとします。なお、本新株予約権の取得条

件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとしま



す。

⑨対抗措置発動の中止等の場合の無償取得

当社取締役会が、発動した対抗措置の中止または撤回を決議した場合その他本新

株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本

新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。

⑩本新株予約権の行使期間等



本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予

約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

（注1）当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が

20％以上である者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認め

る者をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の

企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた

者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、

これに該当しないこととします。

（注2）証券取引法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づ

き共同保有者とみなされる者を含みます。

（注3）公開買付けによって当社が発行者である株券等（証券取引法第27条の２第１項

に規定する株券等を意味します。以下本注において同じです。）の買付け等

（証券取引法第27条の２第１項に規定する買付け等を意味します。以下同じで

す。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有

（これに準ずるものとして証券取引法施行令第７条第１項に定めるものを含み

ます。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割

合と合計して20％以上となる者、または、これに該当することとなると当社取

締役会が認める者をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有する

ことが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反しないと当社取締

役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別

途定める者は、これに該当しないこととします。

（注4）ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもし

くはその者と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれらに該当すると認め

た者を含みます。）、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会

が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の

方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に規定されま

す。）をいいます。

（３）本対応方針の合理性及び公正性を担保するための制度及び手続

（ⅰ）特別委員会の設置及び諮問等の手続

（ア）特別委員会の設置

大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付

ルールが遵守された場合に当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確

保しまたは向上させるために必要且つ相当と考えられる一定の対抗措置を講じる

か否かについては、当社取締役会が 終的な判断を行いますが、その判断の合理

性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、

特別委員会を設置することとします。特別委員会の委員は、３名以上とし、社外

取締役、社外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務

に精通している者及び他社の取締役または執行役として経験のある社外者等の中

から選任されるものとします。特別委員会の当初の委員には、藤原哲氏、渡部

英人氏及び榊原秀行氏の合計3名が就任いたします。なお、各委員の略歴は、以下

に記載のとおりです。

○藤原 哲（ふじわら さとる）：公認会計士・税理士

・平成元年10月 中央新光監査法人（現みすず監査法人）入所

・平成５年３月 公認会計士登録

・平成９年２月 藤原公認会計士事務所所長（現職）

・平成10年３月 税理士登録

・平成13年４月 株式会社アドミラルシステム監査役（現職）

・平成18年９月 日本社宅サービス株式会社監査役（現職）

○渡部 英人（わたべ ひでと）：弁護士

・平成10年４月 高裁判所司法研修所司法研修生

・平成12年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）

星川法律事務所入所（現職）

○榊原 秀行（さかきばら ひでゆき）：当社社外監査役

・昭和44年４月 株式会社日本興業銀行入行



・平成９年２月 同行営業第十一部部長

・平成10年11月 預金保険機構出向

・平成13年６月 ペンタックス株式会社上級執行役員

・平成15年６月 当社社外監査役（現職）

（イ）対抗措置の発動の手続

当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の合理性及び公正性を担

保するために、以下の手続を経ることとします。

まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対して対抗措置

の発動の是非について諮問し、特別委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて



外部専門家等の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に

ついて勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際

して、特別委員会による勧告を 大限尊重するものといたします。

なお、当社取締役会は、特別委員会に対する上記諮問のほか、大規模買付者の提

供する大規模買付情報に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、

当該大規模買付者及び当該大規模買付行為の具体的内容並びに当該大規模買付行

為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に与える影響等を検討の上

で、対抗措置の発動の是非を判断するものとします。

（ウ）発動した対抗措置の中止または撤回

当社取締役会が上記（イ）記載の手続に従って対抗措置を発動した場合であって

も、①大規模買付者が大規模買付行為を中止もしくは撤回した場合、または、②対

抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、且つ、当

社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保または向上という観点から発

動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、

当社取締役会は、当該対抗措置の維持の是非について、上記状況に至った具体的事

情を提示した上で、改めて特別委員会に諮問するとともに、必要に応じて外部専門

家等の助言を得ながら、発動した対抗措置の中止または撤回を検討するものとしま

す。特別委員会は、当該諮問に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得なが

ら、当該対抗措置の維持の是非について検討し、当社取締役会に対して勧告を行い

ます。当社取締役会は、対抗措置を維持するか否かの判断に際し、特別委員会の勧

告を 大限尊重するものとします。

上記特別委員会の勧告を踏まえた結果、当社取締役会が当社の企業価値ひいては

株主の皆様の共同の利益の確保または向上という観点から対抗措置を維持するこ

とが相当でないと判断するに至った場合には、当社取締役会は、発動した対抗措

置を、その決議により中止または撤回し、速やかにその旨を開示いたします。

（エ）特別委員会に対する任意の諮問

当社取締役会は、大規模買付者から提供された情報が大規模買付情報として必

要且つ十分であるかについて疑義がある場合、その他当社取締役会が必要と認め

る場合には、上記の対抗措置発動の是非及び発動した対抗措置の維持の是非以外

についても、任意に特別委員会に対して諮問することができるものとし、かかる

諮問がなされたときは、特別委員会は、必要に応じて外部専門家等の助言を得な

がら、当該諮問に係る事項につき検討し、当社取締役会に対して勧告を行います。

当社取締役会は、かかる特別委員会の勧告についても 大限尊重するものとし

ます。

（ⅱ）本対応方針の導入に関する株主の皆様の意思の確認

当社は、本対応方針の導入に関する株主の皆様のご意思を確認するため、本定時

株主総会においてⅢ．に記載の定款変更議案及び本対応方針の導入に関する議案

をお諮りし、これらの議案のいずれについてもご承認をいただいております。

（ⅲ）本対応方針の有効期間、廃止及び変更

本対応方針の有効期間は、平成21年6月に開催予定の当社第127期定時株主総会の終

結時までといたします。

なお、かかる有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本対応方針を

廃止する旨の議案が承認された場合、または②当社取締役会において本対応方針を廃

止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止されるものとしま

す。また、かかる有効期間の満了前であっても、③本定時株主総会の終結後に開催さ

れる毎年の定時株主総会の終結直後に開催される取締役会において、本対応方針の継

続について審議することとし、当該取締役会において、本対応方針の継続を承認する

旨の決議がなされなかった場合には、本対応方針はその時点で廃止されるものとしま

す。

また、当社は、本対応方針が廃止された場合には、当該廃止の事実その他当社取締

役会が適切と認める事項について、適用ある法令及び証券取引所規則に従って速やか

に情報開示を行います。

次へ



３．本対応方針の合理性について

（１）買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共

同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・

株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性

確保の原則）を完全に充足しています。

（２）当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上の目的をもって導入されてい

ること

本対応方針は、上記1．に記載のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益を確保しまたは向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付

者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供及びその内容の

評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために、導入されるものです。

（３）株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項）

当社は、上記２．（３）（ⅱ）に記載のとおり、平成19年４月27日開催の当社取締役会に

おいて、本対応方針の導入を決定いたしましたが、本対応方針の導入に関する株主の皆様の

ご意思を確認するため、本定時株主総会においてⅢ．に記載の定款変更議案及び本対応方針

の導入に関する議案をお諮りし、これらの議案のいずれについてもご承認をいただいており

ます。

また、上記２.（３）（ⅲ）に記載のとおり、本対応方針の有効期間は、平成21年6月に

開催予定の当社第127期定時株主総会の終結時までであります。なお、かかる有効期間の

満了前であっても、①当社株主総会において本対応方針を廃止する旨の議案が承認された

場合、または②当社取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合に

は、本対応方針はその時点で廃止されます。さらに、本対応方針の有効期間の満了前であ

っても、③本定時株主総会の終結後に開催される毎年の定時株主総会の終結直後に開催さ

れる取締役会において、本対応方針の継続について審議し、当該取締役会において、本対

応方針の継続を承認する旨の決議がなされなかった場合には、本対応方針はその時点で廃

止されます。

（４）合理的且つ客観的な対抗措置発動要件の設定

本対応方針は、上記2．（2）に記載のとおり、合理的且つ客観的な要件が充足されない限

りは、対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動

を防止するための仕組みが確保されています。

（５）特別委員会の設置

上記2．（3）（ⅰ）に記載のとおり、当社は、本対応方針の導入に当たり、大規模買付ル

ールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付ルールが遵守された場合

に当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させるために必要

且つ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについての取締役会の判断の合理性

及び公正性を担保するため、またその他本対応方針の合理性及び公正性を確保するために、

当社取締役会から独立した組織として、特別委員会を設置することとしております。

これにより、当社取締役会による恣意的な本対応方針の運用ないし対抗措置の発動を防

止するための仕組みが確保されています。

（６）デッドハンド型買収防衛策ではないこと

上記2．（3）（ⅲ）に記載のとおり、本対応方針の有効期間は平成21年6月に開催予定の

当社第127期定時株主総会の終結時までであり、また、本対応方針は、かかる有効期間中で

あっても、当社の株主総会で選任された取締役で構成された取締役会により、いつでも廃



止することができるものとされております。したがいまして、本対応方針は、デッドハン

ド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買

収防衛策）ではありません。

４．株主・投資家の皆様に与える影響

（１）本対応方針の導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

本対応方針の導入時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。したがいま

して、本対応方針がその導入時に株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利

及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。

（２）本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当ての決議を行った場

合には、別途定められる基準日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または

記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき1個の割合で、本新株予約権が

無償にて割り当てられます。このような対抗措置の仕組み上、本新株予約権の無償割当て

時においても、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈

化は生じるものの、保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式

1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社株

式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定して

おりません。

なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記

2．（3）（ⅰ）（ウ）に記載の手続等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止また

は撤回を決定した場合には、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済

的価値の希釈化も生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が

生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能

性がある点にご留意下さい。

また、本新株予約権の行使または取得に関しては差別的条件が付されることが予定され

ているため、当該行使または取得に際して、大規模買付者の法的権利等に希釈化が生じる

ことが想定されますが、この場合であっても、大規模買付者以外の株主及び投資家の皆様

の有する当社株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与える

ことは想定しておりません。

（３）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続

（ⅰ）名義書換

当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当ての決議を行った

場合には、当社取締役会において基準日を定め、これを公告します。基準日における

終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、その

有する株式の数に応じて本新株予約権が割り当てられますので、名義書換未了の株主

の皆様におかれましては、公告された基準日までに名義書換の手続を行っていただく

必要があります（なお、証券保管振替機構への預託を行っている株券につきましては、

名義書換の手続は不要です。）。

（ⅱ）その他の手続

本新株予約権の割当手続に関しては、基準日における株主名簿または実質株主名簿に

記載または記録された株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日におい

て、当然に本新株予約権が付与されるため、申込みの手続は不要です。

また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使して

いただく（その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。）必要が生じる可

能性があります。かかる場合には、当社は、その手続の詳細に関して、適用ある法令

及び証券取引所規則に基づき、適時且つ適切に開示を行います。

５．その他

本対応方針は、平成19年4月27日開催の当社取締役会において取締役全員の賛成により決定

されたものですが、当該取締役会には、社外監査役2名を含む当社監査役全員が出席し、いず

れの監査役も、本対応方針に賛成する旨の意見を述べました。

当社取締役会においては、今後の司法判断の動向及び証券取引所その他の公的機関の対応等、

並びに、会社法、証券取引法または各証券取引所の上場規則等の改正、その他の法令等の制定

改廃にも引き続き注視して、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは

向上させるとの観点から、必要に応じて本対応方針の見直し、または本対応方針に代わる別途



の防衛策の導入を含め、適切な措置を適宜講じてまいる所存です。

Ⅳ．上記Ⅱ．の取組みについての当社取締役会の判断

当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企

業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させるための取組みとして、上記Ⅱ．の取組

みを実施しております。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益を向上させ、それを当社株式の価値に適正に反映させていくことにより、上

記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある大

規模な買付行為は困難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記Ⅰ．の基本方針に資

するものであると考えております。



したがいまして、上記Ⅱ．の取組みは上記Ⅰ．の基本方針に沿うものであり、株主の皆様

の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものでは

ないと考えております。

Ⅴ．上記Ⅲ．の取組みについての当社取締役会の判断

上記Ⅲ．の取組みは、十分な情報の提供と十分な検討等の期間の確保の要請に応じない大

規模買付者、及び当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模買

付行為を行いまたは行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発動できることとして

います。したがいまして、本対応方針は、これらの大規模買付者による大規模買付行為を防

止するものであり、本対応方針の導入は、上記Ⅰ．の基本方針に照らして不適切な者によっ

て当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。

また、上記Ⅲ．の取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまた

は向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようと

する大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、及びその内容の評価・検討等に必要

な期間の確保を求めるために導入されるものです。さらに、上記Ⅲ．の取組みにおいては、

株主意思の重視（株主総会決議とサンセット条項）、合理的且つ客観的な対抗措置発動要件

の設定、特別委員会の設置等の当社取締役会の恣意的な判断を排し、上記Ⅲ．の取組みの合

理性を確保するための様々な制度及び手続が確保されているものであります。

したがいまして、上記Ⅲ．の取組みは上記Ⅰ．の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の

共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではな

いと考えております。



４【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要

な影響を及ぼす可能性のある事項には、主として以下のようなものがあります。なお、文中の将

来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものです。

①ステンレス特殊鋼業界におきましては、アジア地域での供給過剰問題が内在しており、需要と

供給のギャップにつき引き続き注視していく必要があります。

②加えて、過度な原料価格の高騰が、代替素材や安価な鋼種への切り替え等、新たな懸念材料を

生じさせております。

５【経営上の重要な契約等】

（技術受入契約）

 契 約 会 社 名  相 手 先 の 名 称 国名 契 約 内 容 契 約 期 間  

日本冶金工業       エーデル・スタ  ドイツ  真空取鍋脱ガス装置に 昭和39年５月12日  

株式会社(当社)   ールウェルク     よる合金鋼の脱炭並び から無期限  

   ウィッテン     に精錬に関する技術の  

                 Ａ．Ｇ．     提供     

日本冶金工業       巴工業株式会社    日本  アルゴン－酸素脱炭装 昭和57年12月28日  

株式会社(当社)       置による合金鋼の脱炭 から昭和59年１月  

       並びに精錬に関する改 １日までとし、そ  

       良技術の交換 の後は１年毎に自  

                                        動延長  

日本冶金工業       大同特殊鋼株式  日本  真空精錬装置（ＶＣＲ） 平成18年３月９日  

株式会社(当社)   会社     に関する特許権実施 から許諾特許権有  

       許諾 効期間 大平成36  

                                        年まで  

（その他）

 契 約 会 社 名  相 手 先 の 名 称  契 約 内 容 契 約 期 間

日本冶金工業       ＪＦＥスチール   ステンレス素材の 平成14年９月２日

株式会社(当社)   株式会社   バーター販売を から平成15年９月

     はじめとする多面 １日までとし、そ

     的相互協力 の後は１年毎に自

                                        動延長

６【研究開発活動】

当社グループは、ステンレス特殊鋼メーカーとして高機能材の開発並びにその拡販における技術

支援に研究開発資源を集中しており、その活動の中心は、（株）ＹＡＫＩＮ川崎の技術開発室が行

う新製品開発、製造技術改善、技術営業活動、（株）ＹＡＫＩＮ大江山でのフェロニッケル製造技

術開発であります。また、高機能材に付加価値を与える薄帯、パイプ等、加工品の開発と市場開拓

をグループ各社と連携して進めており、グループ全体の研究開発活動並びに世界市場を視野に入れ

た市場調査、開拓は当社開発企画部が総括・推進しております。 

当社グループの研究開発活動は、中期経営計画における高機能材拡販の目標達成のためのグローバ

ル市場の開拓を目標にし、そのために次のことを課題としております。

①高耐食材の世界的な需要増に対応してスーパーステンレス鋼、二相ステンレス鋼並びに高ニッケ

ル合金のグローバルな市場規模について調査、分析を継続的に行い、製造・開発と販売の連携によ

り収益に寄与するために活用

②（株）ＹＡＫＩＮ川崎のコア（精錬（AOD／VOD）－連続鋳造（CC）－熱間圧延）周辺技術を生かし

た新商品開発   

③フェロニッケル生産性におけるコストダウン実現と安定操業支援

④溶接技術を中心とするスーパーステンレス鋼、高ニッケル合金の加工技術開発

⑤耐食性・強度・軽量化要求に対応した二相ステンレス鋼、スーパーステンレス鋼新商品開発

⑥ＮＡＳ ブランドの浸透

当連結会計年度における主な成果は以下のとおりであります。



① シャドウマスク材向けインバー型合金で育成した技術のＬＮＧ船メンブレン、宇宙航空、半導

体、電波望遠鏡など科学分野での展開を計り、特に航空機用途、ＬＮＧ船用途では国内で１位、国

外でも上位の市場占有率を確保

② 世界の市場が求める複数のスーパーオーステナイト及びスーパー二相ステンレス鋼の新規商品

化、高ニッケル耐食合金の60トン規模熔解からの連続鋳造プロセスでの生産

③ 復水器配管用材料、海水熱交換器、排煙脱硫装置各部材への採用等、環境・エネルギー市場の開

拓

④ 海外市場、国内貯水槽等、水環境での二相ステンレス鋼の採用と技術の権利化 

⑤ Ｔｉ 代替プレート熱交換器や復水器（コンデンサーチューブ）などでのスーパーステンレス鋼

採用加速 

⑥高い耐食性要求に対応したハンドフープ材の量産技術開発と拡販 



⑦ シーズヒーター材の拡販、ガスケットへの適用

研究開発活動にはグループ全体で６７名のスタッフが携わっており、これは総従業員の約３％にあ

たります。また、当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は1,127百万円であります。

７【財政状態及び経営成績の分析】

（１）当連結会計年度の財務状態の分析

当連結会計年度末における総資産額は 196,005百万円となり、前年度末比 32,578百万円増加して

おります。当該増加の主な要因は原料価格の上昇に伴うたな卸資産の増加（14,904百万円）、及び

売上高の増加に伴う売掛債権の増加（ 14,192百万円）であります。

当連結会計年度末における負債の額は 140,869百万円となり、前年度末比 17,586百万円増加して

おります。当該増加の主な要因は原料価格の上昇等による買入債務の増加（ 9,424百万円）、及び

増益に伴う未払法人税等の増加（ 6,539百万円）であります。

当連結会計年度末おける純資産の額は 55,136百万円（前年度末 39,630百万円）となり、当連結会

計年度末における自己資本比率は 27.8%（前年度末 24.2%）となりました。

（２）当連結会計年度の経営成績の分析

当社グループの当連結会計年度の営業成績は、事業環境が変化しても安定した収益を確保できる企

業体質を構築するため、実需に見合った供給、原料価格に見合った販売価格を重視する運営等、グ

ループ一丸となって取り組んでまいりました。詳細につきましては、「１ 業績等の概要 （１）

業績」に記載のとおりであります。

（３）経営戦略の現状と見通し

当社グループは、平成１７年４月より中期経営計画を実行中であります。詳細につきましては、

「３ 対処すべき課題」に記載のとおりであります。



第３【設 備 の 状 況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度の当社グループの設備投資につきましては、安定操業及び環境対応のための老朽設備の更新並びに高機

能材の拡販に対応するため、ネック工程の能力増強に重点を置いて行い、その総額は 41億57百万円となりました。また、

当社グループの基盤システム再構築のプロジェクトをスタートさせ、平成21年１月の全面稼動を計画しております。

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は，以下のとおりであります。

（１）提出会社

該当事項はありません。

（２）国内子会社

       平成19年３月31日現在

           

事業所名  
（所在地）

          帳簿価額（百万円） 従業

 会社名  設備の内容 建物及び
構築物

機械装置
及び運搬

具

土地
その他 合計

員数

             (面積㎡) （人）

株式会社 － ステンレス鋼板 7,534 17,336 24,900 445 50,214 762

YAKIN川崎 (神奈川県川崎
市)

製造設備
       

(417,915)
     

株式会社 － フェロニッケル 1,239 2,222 4,648 6 8,115 100

YAKIN大江山 (京都府宮津市) 製造設備        (532,600)      

ナストーア 茅ヶ崎製造所 ステンレス鋼管 465 710 3,737 152 5,064 112

株式会社 (神奈川県茅ヶ崎
市)

製造設備        (41,687)      

ナス鋼帯 滋賀工場 ステンレス鋼板 920 1,606 500 88 3,115 145

株式会社 (滋賀県湖南市) 製造設備        (49,898)      

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品であり、建設仮勘定は含まれておりません。

   ２．帳簿価額には消費税等は含まれておりません。

   ３．現在休止中の主要な設備はありません。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

当連結会計年度末において、当社グループにおいて進めている重要な設備の更新の計画は下記のとおりです。

（単位：百万円）

              
事業の

種類別セ
グメント
の名称

       投資予定金額

資金調達
方法

着手及び完了 完成後の除却予定資産

会社名 所在地 設備の内容
総額 既支払額

予定年月

名称

当連結
会計年度
末帳簿価

額  
着手 完了

                     

株式会社
YAKIN
川崎

神奈川県
川崎市

ステンレ
ス鋼板及
びその加

工品

アルゴン
酸素真空精
錬設備  

（ＡＶＳ）

       

自己資金
及び借入

金

平成18
年4月

平成20
年1月

アルゴン
酸素炉外
精錬設備
（ＡＯ
Ｄ）

 

5,000 578 503

                



第４【提 出 会 社 の 状 況】

１【株 式 等 の 状 況】

 (１)【株 式 の 総 数 等】

①【株式の総数】

種 類 発行可能株式総数（株）

    普通株式      558,000,000

                    計                 558,000,000

  ②【発行済株式】                

種類
事業年度末現在発行数 提出日現在発行数(株) 上場証券取引所名又は 内容

(株)(平成19年３月31日) (平成19年６月27日) 登録証券業協会名     

普通株式  123,973,338  同 左 東京証券取引所市場第一部 －

計  123,973,338  同 左 ― －

 (２)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 (３)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 (４)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                  発行済株式 発行済株式 資本金 資本金 資本準備金 資本準備金

 年月日  総数増減数 総数残高 増減額 残高 増減額 残高

                  （千株） （千株） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

平成14年３月31日 ― 166,661 ― 20,946 ― 11,819

平成15年２月25日(注1) △ 83,330 83,330 △ 15,709 5,236 △ 10,510 1,309

平成15年３月28日(注2) 75,000 158,330 7,500 12,736 7,500 8,809

平成15年３月31日 ― 158,330 ― 12,736 ― 8,809

平成16年３月31日 ― 158,330 ― 12,736 ― 8,809

平成17年２月10日(注3) 8,188 166,519 2,006 14,743 1,994 10,803

平成17年３月31日 ― 166,519 ― 14,743 ― 10,803

平成18年３月31日 ― 166,519 ― 14,743 ― 10,803

平成19年２月６日(注4) △ 42,545 123,973 7,508 22,251 △ 3,311 7,492

（注）１．発行済株式総数の減少は普通株式２株を１株にする株式併合によるものであります。

資本金の減少は無償減資によるものであり、このうち 3,142百万円を前期繰越損失へ充当しております。

資本準備金の減少は前期繰越損失への充当によるものであります。

   ２．債務の株式化による増加であります。

   ３．平成17年１月５日に発行いたしました第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の株式への転換が、全額

完了したことによる増加であります。

   ４．発行済株式総数の減少 42,545千株は、平成18年５月８日に発行いたしました第５回無担保転換社債型新

株予約権付社債及び平成18年11月７日に発行いたしました第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の株式

への転換が全額完了したことによる増加（32,455千株）及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却

（平成18年９月28日 第Ⅰ種優先株式、第Ⅱ種優先株式 △45,000千株並びに平成19年２月６日 第Ⅲ種優先

株式 △30,000千株）による減少であります。

資本金の増加 7,508百万円は、上記無担保転換社債型新株予約権付社債の株式への転換が全額完了したこ

とによる増加であります。

資本準備金の減少 △3,311百万円は、上記無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加（7,492百

万円）及び平成18年６月29日の定時株主総会の決議による会社法第448条第１項の規定に基づく資本準備金の

減少（△10,803百万円）によるものであります。



 (５)【所有者別状況】

                                        平成19年３月31日現在

区 分

株式の状況（１単元の株式数 500株）
単元未満
株式の
状況（
株）

政府及び
地方公共

団体
金融機関 証券会社

その他の 
法人

外国法人等

個人  
その他

計個人以外 個人

株主数  
（人）

－ 58 70 170 117 8 12,951 13,374 －

所有
株式数  
（単元）

－ 113,234 13,367 23,994 40,747 37 55,687 247,066 440,338

所有
株式数の
割合
（％）

－ 45.83 5.41 9.71 16.49 0.01 22.54 100.00 －

（注）１．当社は平成19年３月31日現在自己株式を152,532株保有しておりますが、このうち152,

     500株（305単元）は「個人その他」に、32株は「単元未満株式の状況」にそれぞれ含

     めて記載しております。なお、自己株式152,532株は株主名簿記載上の株式数であり、

          平成19年３月31日現在の実保有株式数は152,032株であります。

    ２．「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が、93,500株(187単元）含まれ

          ております。



 (６)【大株主の状況】

                                        平成19年３月31日現在

  氏 名 又 は 名 称    住           所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

 

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社

東京都中央区晴海一丁目８番11号 15,843 12.78  

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社

東京都港区浜松町二丁目11番３号 10,561 8.52  

野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町二丁目２番２号 6,454 5.21  

資産管理サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海一丁目８番12号 4,787 3.86  

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 4,696 3.79  

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 4,116 3.32  

バンクオブニューヨークジーシーエ
ムクライアントアカウンツイーアイ
エスジー

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 
LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM

2,583 2.08  

（常任代理人 株式会社三菱東京Ｕ
ＦＪ銀行）

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号カス
トディ業務部）

  

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 2,458 1.98  

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 2,118 1.71  

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 1,519 1.23  

計 － 55,134 44.47  

（注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式

    会社、野村信託銀行株式会社、資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数は、

    全て信託業務に係る株式数であります。

      ２．三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の持株数のうち、信託業務に係る株式数は、683千株で

    あります。

   ３．平成19年５月25日現在、以下の大量保有報告書または変更報告書が、関東財務局に

    提出されておりますが、当社として上記期末における実質所有株数の確認ができてお

    りません。

   （１）フィデリティ投信株式会社により、平成19年５月１日付けで提出

     （株券等保有割合15.00％）

   （２）野村證券株式会社他の連名により、平成19年５月９日付けで提出

     （株券等保有割合8.43％）

   （３）ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社により、平成19年５月８日付け

      で提出

     （株券等保有割合6.12％）

   （４）株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行他の連名により、平成18年11月15日付けで提出

     （株券等保有割合5.29％）

   （５）大和住銀投信投資顧問株式会社により、平成19年３月22日付けで提出

     （株券等保有割合4.55％）

   （６）株式会社みずほコーポレート銀行他の連名により、平成19年４月20日付けで提出

     （株券等保有割合4.21％）



(７)【議 決 権 の 状 況】

  ①【発行済株式】              平成19年３月31日現在

 区分   株式数(株) 議決権の数(個) 内容

 無議決権株式     － － －

 議決権制限株式（自己株式等）     － － －

 議決権制限株式（その他）     － － －

 完全議決権株式（自己株式等）  普通株式 152,000 － －

 完全議決権株式（その他）  普通株式 123,381,000 246,574 －

 単元未満株式  普通株式 440,338 － 一単元（500株）未満の株式

 発行済株式総数          123,973,338 － －

 総株主の議決権     － 246,574 －

（注）「完全議決権株式（その他）」には、証券保管振替機構名義の株式が、93,500株含まれております。なお、「議決

権の数」には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数187個が含まれておりません。

  ②【自己株式等】           平成19年３月31日現在

所有者の氏名又は名称  所有者の住所   自己名義所有
株式数(株)

他人名義
所有株式数

(株)
計(株)  

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

当   社
東京都中央区京橋一丁目
５番８号

 152,000 － 152,000 0.12

         計      －   152,000 － 152,000 0.12

（注）このほか、株式名義上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が500株（議決権の数１個）

あります。なお、当該株式数は①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含めており、議決権の数

は含まれておりません。

(８)【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第３号に該当する優先株式の取得並びに旧商法第221条第６

号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得及び会社

法第155条第７号に該当する普通株式の取得

(１)【株主総会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

 株主総会（平成18年６月29日）での決議状況             

 （取得期間 平成18年８月１日～平成19年６月 75,000,000 15,000,000,000

         開催予定の定時株主総会終結の時）             

 当事業年度前における取得自己株式 － －

 当事業年度における取得自己株式 75,000,000 15,000,000,000

 残存授権株式の総数及び価額の総額 － －

 当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － －

 当期間における取得自己株式 － －

 提出日現在の未行使割合（％） － －

(２)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。



 (３)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】             

区分  株式数（株） 価額の総額（円）

 当事業年度における取得自己株式            30,080 20,091,911

 当期間における取得自己株式               4,450 5,637,173

（注）当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。

(４)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

     当事業年度 当期間

  株式数 処分価額の総額 株式数 処分価額の総額

      （株） （円） （株）  （円）

 引き受ける者の募集を行った  
－ － －

  
－

 自己株式取得    

 消却の処分を行った取得自己株式  75,000,000 15,000,000,000 －   －

 合併、株式交換、会社分割に係る  
－ － －

  
－

 移転を行った取得自己株式         

 その他（注）  671 395,328 －   －

 保有自己株式数  152,032 － 156,482   －

（注） １．当事業年度の内訳は、単元未満株式の売渡請求による売渡であります。

２．当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取りによる株式は含まれておりません。

３【配当政策】

当社は、事業基盤の整備に必要な内部留保とのバランスに配慮しつつ、安定的な利益処分を行うことを基本方針とし

ております。

平成19年３月期における年間（期末）配当金につきましては、上記方針並びに当社グループの業績動向を踏まえ、普

通株式１株当たり８円（前期 １株当たり５円）を実施することを決定いたしました。平成20年３月期以降につきまし

ても、引き続き安定的な事業収益の実現を目指し努力してまいります。

当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め

ております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

  
決議年月日

   配当金の総額 １株当たり配当額

     （百万円） （円）  

 平成19年６月27日        
991 8.00

  

  定時株主総会決議           

４【株価の推移】

(１)【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 回次   第121期   第122期 第123期 第124期  第125期

 決算年月  平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

 最高（円）   57   357 644 583   1,246

 最低（円）   12   47 278 352   415

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 (２)【最近６月間の月別最高・最低株価】             

 回次  平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月

 最高（円）    618   671   793 822 1,246     1,168

 最低（円）    487   562   630 697 795     997

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。



５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
数(千株

代表取締役
社長

 

佐治 雍一 昭和14年９月13日生

昭和38年４月 当社入社

(注)4 46

 平成元年６月 営業本部副本部長

 平成４年６月 取締役に就任

 平成７年６月 常務取締役に就任

 平成11月４月 専務取締役に就任

 平成12年６月 代表取締役専務

 取締役に就任

 平成13年６月 代表取締役社長
        に就任(現任)

代表取締役
専務取締役

業務改革推
進本部長

木村 始 昭和26年６月18日生

平成14年４月 ㈱みずほコーポレ

(注)5 12

ート銀行執行

役員本店営業第三部長

平成15年３月 同行常務執行役員

営業担当役員

平成17年６月 当社顧問

代表取締役専務

取締役に就任(現任)

（主要な兼職）

ナスビジネスサービス㈱代表取締役
社長

専務取締役 営業本部長 広岡 寁僖 昭和21年３月13日生

昭和43年４月 当社入社

(注)5 16

平成11年６月 大阪支店長

平成11年６月 取締役に就任

平成15年６月 常務取締役営業

本部長に就任

平成19年６月 専務取締役に就任
 (現任)

専務取締役

 

熊澤 雄蔵 昭和20年５月26日生

昭和44年４月 当社入社

(注)4 13

 平成10年４月 経理部長

 平成12年６月 取締役に就任

 平成15年６月 常務取締役に就任

 平成19年７月 専務取締役に就任
         (現任)

常務取締役

        

髙田 英夫 昭和20年７月２日生

昭和43年４月 当社入社

(注)4 15

 平成11年４月 川崎製造所副所長

 平成12年６月 取締役に就任

 平成17年５月 常務取締役に就任

 (現任)

 （主要な兼職）
        ㈱ＹＡＫＩＮ川崎 代表取締役社長

常務取締役
ＡＶＳ建設
本部長

岡本 芳雄 昭和22年1月21日生

昭和45年４月 当社入社

(注)5 11

平成13年４月 技術部長

平成13年６月 取締役に就任

平成14年６月 営業本部副本部長

兼高機能材販売部長

平成17年５月 常務取締役に就任
 (現任)

常務取締役

 

杉森 一太 昭和23年９月10日生

昭和46年４月 当社入社

(注)5 16

 平成13年６月 企画室長

 平成15年６月 取締役に就任

 平成17年５月 常務取締役に就任
         (現任)

常務取締役
ステンレス
販売部長

野中 章男 昭和23年４月６日生

昭和46年４月 当社入社

(注)5 13

平成13年５月 東京支店長

平成14年６月 ステンレス販売

部長(現任)

平成15年６月 取締役に就任

平成18年６月 常務取締役に就任
 (現任)

                                        



                                        

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
数(千株

常務取締役

   昭和46年４月 当社入社

(注)5 13

   平成11年６月 企画室長

総務部長 金澤 静穂 昭和23年５月１日生 平成13年６月 総務部長(現任)

   平成15年６月 取締役に就任
   平成18年６月 常務取締役に就任(現任)

取締役

営業本部副
本部長兼
販売企画
部長

小西 栄範 昭和23年９月11日生

昭和46年４月 当社入社

(注)5 11

平成14年６月 販売企画部長

平成15年６月 営業本部副本部長兼

販売企画部長(現任)
平成17年６月 取締役に就任(現任)

取締役

営業本部副
本部長兼
高機能材
販売部長

諸岡 道雄 昭和24年12月19日生

昭和47年４月 当社入社

(注)5 12

平成15年４月 ㈱ＹＡＫＩＮ川崎

技術開発室長

平成17年５月 当社営業本部

副本部長兼高機能

材販売部長(現任)
平成17年６月 取締役に就任(現任)

取締役
開発企画 
部長

長田 邦明 昭和24年６月９日生

昭和50年４月 当社入社

(注)5 11

平成２年６月 ナスマードック

㈱技術部長

平成15年６月 当社開発企画部長(現任)
平成17年６月 取締役に就任(現任)

常勤監査役

 

桝田 長一 昭和18年10月30日生

昭和42年４月 当社入社

(注)3 6

 平成６年６月 川崎製造所事務部長

 平成10年４月 日本精線㈱枚方工場

 事務部長

 平成11年６月 同社取締役に就任

 平成16年６月 同社常勤監査役に就任

 平成17年６月 当社常勤監査役に
         就任(現任)

常勤監査役

 

榊原 秀行 昭和20年２月19日生

昭和44年４月 ㈱日本興業銀行入行

(注)6 5

 平成９年２月 同行営業第十一部部長

 平成10年11月 預金保険機構出向

 平成13年６月 ペンタックス㈱

 上級執行役員

 平成15年６月 当社常勤監査役に
         就任(現任)

監査役

        

岡田 髙志 昭和19年６月２日生

昭和38年３月 日本精線（株）入社

(注)2 7

 平成９年10月 同社加工品販売部長

 平成12年10月 同社監査室長

 平成14年６月 同社経営企画部部長
        平成16年６月 当社監査役に就任(現任)

監査役

 

内海 久雄 昭和21年11月20日生

昭和45年４月 当社入社

(注)6 5

 平成11年６月 大江山製造所

 総務部長

 平成13年６月 資材部長

 平成15年６月 宮津港運(株)

 取締役業務部長
 平成19年６月 当社監査役に就任(現任)

                              
計 212

                              

                                        
（注）１．常勤監査役榊原秀行、監査役岡田髙志の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．平成16年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

３．平成17年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．平成18年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．平成19年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

６．平成19年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項

に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株）

  平成14年４月 最高裁判所司法研修所司法研修生  



星川 信行 昭和45年８月15日生 平成15年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会）  －
                              星川法律事務所入所（現任）   



６【コーポレート・ガバナンスの状況】

※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は経営の健全性、信頼性を向上させるため、適時適切な経営情報の開示及びコンプライアンスの徹底等を通じて、

コーポレート・ガバナンスを充実させることを経営上の重要課題の一つとして取り組んでおります。

（１）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社の取締役会を構成する取締役数は、経営環境の変化に迅速に対応するため、12名としております。当社は監査役

制度を採用しており、取締役の職務執行等に関しては、取締役会による監督並びに監査役（社外監査役を含み、監査役

会を組織）による監査を行っております。また、社長直属の組織として監査室を設け、業務執行に関する定期的な内部

監査を行っており、その結果を取締役、監査役及び会計監査人に適宜報告しております。また、会計監査人は会計監査

の内容につき、監査役会に適宜説明し、情報交換を行っております。

（２）内部統制システムに関する基本的な考え方

内部統制システム構築のための基本方針

〔決議事項とその内容〕

①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、②使用人の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制

当社は、すべての役員及び社員が遵守すべき事項として「行動規範」を制定し、業務遂行に当たり、国内外の法令を

遵守することはもとより、社会ルールを尊重し、良識ある企業活動を行う。

また、常務取締役を長とするコンプライアンス委員会により、法令に違反する、またはその恐れのある行為を防止す

る体制を確立する。

③取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会規程等、業務執行のための社内諸規程において、関係法令等に基づく情報管理ルールを設定し、Ｉ

Ｔセキュリティを含めた、情報の適正な保存及び管理を行う体制を確立する。

④損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、事業経営に伴い発生するリスクのうち重要なものについて個別に規程を制定し、必要に応じてそれらの規程

の円滑な運用を目的とした常設委員会を設置して、それらのリスクの適切な管理を行う。

⑤取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、社内組織の円滑な活動を確保するため業務分掌規程、経営会議規程、業務執行規程により、案件の重要度に

応じた適切かつ迅速な経営上の意思決定を行う。また、代表取締役社長の直属組織である監査室により、資産の保全、

業務の改善、能率の向上を図り、もって経営の合理化に資することを目的とした業務監査を行う。

⑥当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、当該企業グループ各社のコンプライアンス担当部署と連携し、また監査室によるグループ全体の業務監査によ

り、企業集団全体の業務の適正を確保するための体制を構築する。

⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、⑧前号の使用人の取

締役からの独立性に関する事項

監査役から要請があれば、監査役の業務を補助すべき使用人を置くこととし、その人事については、監査役の意見を聞

くこととする。

⑨取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、⑩その他監査役の監査が実



効的に行われることを確保するための体制

監査役は必要に応じて監査役会において、会計監査人又は取締役若しくはその他の者から定期的に報告を受ける。監査

役会が必要と認めた業務監査の実施にあたっては、取締役及び使用人はこれに協力する。

（３）内部監査及び監査役監査の状況

期末決算及び中間決算において、監査役は、会計監査人の棚卸に立ち会い、また、会計監査人から、監査の方法及び

監査の結果に関し報告、説明を受け、もって会計監査人の業務内容を監査しております。また、監査役と会計監査人は

監査日程を相互に提出し合い、その内容に関し、意見交換を実施しております。

監査役は、社長直属の組織である監査室が実施した業務執行に関する内部監査の結果報告を、経営会議の場において

受けております。また、監査役と監査室は、それぞれの監査計画を相互に提出し合い、監査対象部署等に関し、意見交

換を実施しております。

（４）会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、原田一雄、久具壽男（継続関与年数11年）及び渡邊考志の３名であり、

八重洲監査法人に所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士２名及び会計士補等３名

であります。

（５）社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外監査役は、榊原秀行、岡田髙志の２名であります。なお、榊原秀行は子会社２社の監査役を兼務しておりま

すが、当社と当社の社外監査役との間にはその他の特筆すべき利害関係はありません。

（６）リスク管理体制の整備の状況

当社は平成15年10月に「コンプライアンス委員会」（委員長：総務管掌役員）を設置いたしました。本委員会は、企業

倫理及び遵法精神に基づく企業行動の徹底を図るための重要方針を審議、立案及び推進することを目的としております。

平成16年１月には、経営トップ自ら「コンプライアンス宣言」を行ない、従来「経営理念」と対を成していた「行動

指針」についてコンプライアンスを第一順位に掲げる内容にあらため、併せて、「日本冶金工業グループ行動規範」を制定

し、社内規程化いたしました。

もって、社員に法令遵法の意識を持たせ、違法な行動を未然に防止するための活動基盤は整っております。

（７）役員報酬の内容

当社の取締役に対する報酬の内容は、株主総会決議（平成３年６月27日開催）に基づいており、平成18年度には人数12

名、年額152百万円、このほか使用人兼務取締役の使用人給与相当額として年額40百万円を支給しております。

また、当社の監査役に対する報酬の内容は、株主総会決議（平成８年６月27日開催）により限度額を月額４百万円以内

と定めており、当事業年度に支払った報酬額は年額24百万円であります。

（８）監査報酬の内容

当社の八重洲監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の内容

は、監査の目的を、会社法第436条第２項第１号による計算書類及びその附属明細書の監査証明、同法第444条第４項に

よる連結計算書類の監査証明及び証券取引法第193条の２による財務諸表等の監査証明とし、報酬額を年額25百万円と

定めております。

また、当社の子会社が同監査法人に支払うべき報酬額を含めた監査報酬の合計額は、年額 46百万円であります。

なお、上記以外の業務に基づく報酬はありません。



第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

（１）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

（２）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「

財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、証券取引法第 193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

及び当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成17年４月

１日から平成18年３月31日まで）及び当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表につい
て、

八重洲監査法人により監査を受けております。



１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

                            前連結会計年度 当連結会計年度

    （平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

区 分
注記 
番号

金 額(百万円)
構成比
(％)

金 額(百万円)
構成比
(％)

（資  産  の  部）   

Ⅰ 流  動  資  産   

1.現金及び預金  6,586 8,789  

2.受取手形及び売掛金 ※3 
※5 
※8

29,327 43,519  

    

3.有価証券  70 70  

4.たな卸資産  35,955 50,859  

5.繰延税金資産  1,384 2,162  

6.その他  1,307 1,271  

 貸倒引当金  △749 △826  

 流動資産合計  73,880 45.2 105,845  54.0

Ⅱ 固  定  資  産   

 1. 有 形 固 定 資 産     

 （1）建物及び構築物 ※3 44,617 45,187   

 減価償却累計額  30,031 14,586 30,574 14,612   

 （2）機械装置及び運搬具 ※3 130,931 132,685   

 減価償却累計額  107,414 23,516 109,363 23,322   

 （3）土 地 ※2 
※3

       41,912 41,886   

 （4）建設仮勘定  558 816  

 （5）その他  6,787 6,532   

 減価償却累計額  5,809 978 5,719 813   

 有形固定資産合計         81,551 49.9 81,448  41.6  

 2. 無 形 固 定 資 産    

 （1）連結調整勘定  33 － 

 （2）その他  576 419  

 無形固定資産合計  609 0.4 419  0.2

 3. 投資その他の資産   

 （1）投資有価証券 ※1 
※3

5,634 6,366  

 （2）繰延税金資産  807 920  

 （3）その他  1,947 1,828  

 貸倒引当金   △ 1,002 △ 822  

 投資その他の資産合計  7,387 4.5 8,292  4.2

 固定資産合計  89,546 54.8 90,159  46.0

 資 産 合 計  163,427 100.0 196,005  100.0

                                               



                            前連結会計年度 当連結会計年度

    （平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

区 分
注記 
番号

金 額(百万円)
構成比
(％)

金 額(百万円)
構成比
(％)

（負  債  の  部）   

Ⅰ 流  動  負  債   

1.支払手形及び買掛金 ※8 19,592 29,016  

2.短期借入金 ※3 46,190 34,759  

3.一年内期限の長期借入金 ※3 3,967 4,198  

4.未払法人税等  2,169 8,708  

5.未払消費税等  85 704  

6.賞与引当金  1,448 1,691  

7.役員賞与引当金  － 114  

8.その他  4,937 4,439  

 流 動 負 債 合 計  78,388 48.0 83,630  42.7

Ⅱ 固  定  負  債   

1.社債  220 220  

2.長期借入金 ※3 20,879 33,817  

3.繰延税金負債  10,318 9,183  

4.再評価に係る繰延税金負債 ※2 2,687 2,687  

5.退職給付引当金  10,621 10,461  

6.役員退職慰労引当金  － 713  

7.その他  170 158  

 固定負債合計  44,895 27.5 57,239  29.2

 負債合計  123,283 75.5 140,869  71.9

（少数株主持分）   

 少数株主持分  514 0.3 －  －

（資 本 の 部）   

Ⅰ資本金 ※6 14,743 9.0 －  －

Ⅱ資本剰余金  10,803 6.6 －  －

Ⅲ利益剰余金  9,149 5.6 －  －

Ⅳ土地再評価差額金 ※2 3,048 1.9 －  －

Ⅴ その他有価証券評価差額金  1,869 1.1 －  －

Ⅵ為替換算調整勘定  48 0.0 － －

Ⅶ自 己 株 式 ※7 △ 29 △0.0 － －

 資 本 合 計  39,630 24.2 －  －

 
負債、少数株主持分及び資本
合計

 163,427 100.0 －  －

                                               



                            前連結会計年度 当連結会計年度

    （平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

区 分
注記 
番号

金 額(百万円)
構成比
(％)

金 額(百万円)
構成比
(％)

（純  資  産 の  部）   

Ⅰ 株主資本   

1.資本金  － － 22,251  11.4

2.資本剰余金  － － 7,492  3.8

3.利益剰余金  － － 19,440  9.9

4.自己株式  － － △ 49  △ 0.0

 株 主 資 本 合 計  － － 49,133  25.1

Ⅱ 評価・換算差額等   

1.その他有価証券評価差額金  － － 1,800  0.9

2.繰延ヘッジ損益  － － 283  0.1

3.土地再評価差額金  － － 3,114  1.6

4.為替換算調整勘定  － － 183  0.1

 評価・換算差額等合計  － － 5,380  2.7

Ⅲ 少数株主持分  － － 623  0.3

 純 資 産 合 計  － － 55,136  28.1

 負 債 純 資 産 合 計  － － 196,005  100.0

                                               



②【連結損益計算書】

                               前連結会計年度 当連結会計年度

   (自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日

        至 平成18年３月31日)   至 平成19年３月31日)

区 分
注記 
番号

金 額(百万円)
百分比
(％)

金 額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売    上    高   148,987 100.0 194,940  100.0

Ⅱ 売 上 原 価 ※2 122,876 82.5 153,561  78.8

 売上総利益   26,111 17.5 41,379  21.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 
※2

12,811 8.6 14,536  7.4

 営業利益   13,300 8.9 26,842  13.8

Ⅳ 営 業 外 収 益      

1.受取利息   36 44  

2.受取配当金   50 67  

3.賃貸料   34 34  

4.その他   88 208 0.1 118 264  0.1

Ⅴ 営 業 外 費 用    

1.支払利息   1,862 1,455  

2.シンジケートローン組成費用   98 83   

3.為替差損   336 1,080   

4.その他   483 2,779 1.8 576 3,194  1.6

 経  常  利  益   10,730 7.2 23,913  12.3

Ⅵ 特 別 利 益    

1.過年度損益修正益 ※5 281 10  

2.固定資産売却益 ※3 3 580  

3.投資有価証券売却益  0 58  

4.貸倒引当金取崩益  53 2  

5.その他   38 375 0.2 1 651  0.3

Ⅶ 特 別 損 失    

1.固定資産除却損   330 328  

2.固定資産売却損 ※4 6 9  

3.投資有価証券評価損  30 5  

4.環境整備費用  － 334  

5.減損損失 ※6 921 33  

6.役員退職慰労引当金繰入額   － 529  

7.その他   256 1,543 1.0 54 1,292  0.7

 税金等調整前当期純利益   9,562 6.4 23,271  11.9

 法人税、住民税及び事業税  3,225  10,035    

 法人税等調整額  282 3,507 2.4 △2,162 7,873  4.0

 少数株主利益   75 0.0 114  0.1

 当期純利益   5,980 4.0 15,284  7.8

                                      



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】

連結剰余金計算書

                               前連結会計年度

   (自 平成17年４月１日 

       至 平成18年３月31日)

区  分
注記
番号

金  額(百万円)

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高   10,803

Ⅱ 資本剰余金期末残高  10,803

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   5,220

Ⅱ 利益剰余金増加高   

1.土地再評価差額金取崩額   △ 1,384

2.当期純利益   5,980 4,596

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 配当金  667 667

Ⅳ 利益剰余金期末残高  9,149

                                

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

                               株主資本           

                      資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高（百万円） 14,743   10,803 9,149 △ 29  34,665  

連結会計年度中の変動額       

  新株の発行 7,508   7,492 － －  15,000  

  剰余金の配当（注） －  － △ 667 －  △ 667  

  役員賞与（注） －  － △ 63 －  △ 63  

  当期純利益 －  － 15,284 －  15,284  

  自己株式の取得 －  － － △ 15,020  △ 15,020  

  自己株式の消却 －  △ 10,803 △ 4,197 15,000  － 

  自己株式の処分 －  △ 0 － 0  0  

  土地再評価差額金の取崩 －  － △ 66 －  △ 66  

株主資本以外の項目の連結会計年度
中

                    

の変動額（純額） －  － － －  － 

連結会計年度中の変動額合計
7,508

  
△ 3,311 10,290 △ 20

 
14,468

 

（百万円）     

平成19年３月31日残高（百万円） 22,251   7,492 19,440 △ 49  49,133  



                      評価・換算差額等           

 その他
有価証券
評価差額

金

繰延ヘッ
ジ損益

土地
再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・
換算
差額等
合計

少数株主
持分

 純資産
合計

 

   

                                

平成18年３月31日残高（百万円） 1,869   － 3,048 48 4,964 514  40,144

連結会計年度中の変動額         

  新株の発行 －  － － － － － 15,000

  剰余金の配当（注） －  － － － － － △ 667

  役員賞与（注） －  － － － － － △ 63

  当期純利益 －  － － － － － 15,284

  自己株式の取得 －  － － － － － △ 15,020

  自己株式の消却 －  － － － － － －

  自己株式の処分 －  － － － － － 0

  土地再評価差額金の取崩 －  － 66 － 66 － －

株主資本以外の項目の連結会計年度
中 △ 69

  
283 － 135 349 109

 
458

の変動額（純額）    

連結会計年度中の変動額合計
△ 69

  
283 66 135 416 109

 
14,992

（百万円）    

平成19年３月31日残高（百万円） 1,800   283 3,114 183 5,380 623  55,136

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。



④【連結キャッシュ・フロー計算書】

                                 前連結会計年度 当連結会計年度

  (自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日 

                                  至 平成18年３月31日)  至 平成19年３月31日)

区  分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）  

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益  9,562 23,271  

 減価償却費  4,120 4,164  

 減損損失  921 33  

 連結調整勘定償却額  39 － 

 のれん償却額  － 33  

 貸倒引当金の増加額又は減少額(減少：△)  △ 155 △ 103  

 賞与引当金の増加額又は減少額(減少：△)  224 244  

 役員賞与引当金の増加額又は減少額(減少：△)  － 114  

 退職給付引当金の増加額又は減少額(減少：△)  △ 305 △ 160  

 役員退職慰労引当金の増加額又は減少額(減少：△) － 713  

 過年度損益修正益  △ 281 － 

 受取利息及び受取配当金  △ 86 △ 111  

 支払利息  1,862 1,455  

 投資有価証券売却損益（売却益：△）  △ 0 △ 58  

 投資有価証券評価損  30 5  

 固定資産売却損益（売却益：△）  2 △ 571  

 固定資産除却損  263 305  

 売上債権の増加額（△）又は減少額  6,169 △ 14,192  

 たな卸資産の増加額（△)又は減少額  △ 2,090 △ 14,904  

 仕入債務の増加額又は減少額(△)  142 9,424  

 未払消費税等の増加額又は減少額(△)  △ 547 619  

 役員賞与の支払額  － △ 63  

 その他                         △ 7 281  

    小   計   19,864 10,499  

 利息及び配当金の受取額  86 111  

 利息の支払額  △ 1,969 △ 1,449  

 独占禁止法違反課徴金の支払額  △ 1,108 － 

   法人税等の支払額                  △ 3,185 △ 3,612  

  営業活動によるキャッシュ・フロー  13,689 5,549  



                                 前連結会計年度 当連結会計年度

 (自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日 

                                  至 平成18年３月31日)  至 平成19年３月31日)

区  分  
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 定期預金の預入による支出  △ 34 △ 21  

 定期預金の払戻による収入  44 1  

 有形・無形固定資産の取得による支出  △ 4,427 △ 4,350  

 有形・無形固定資産の売却による収入  30 733  

 投資有価証券の取得による支出  △ 234 △ 897  

 投資有価証券の売却による収入  0 101  

   その他                         58 △ 106  

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 4,564 △ 4,538  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 短期借入金の純減少額（△)  △ 6,184 △ 11,430  

 長期借入による収入  489 17,274  

 長期借入金の返済による支出  △ 4,181 △ 4,105  

 転換社債型新株予約権付社債発行による収入  － 15,000  

 自己株式取得による支出  － △ 15,020  

 配当金の支払額  △ 662 △ 664  

 少数株主への配当金の支払額  △ 7 △ 8  

   その他                         △ 1 0  

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 10,546 1,048  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  48 124  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△)  △ 1,372 2,183  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  7,910 6,538  

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  6,538 8,721  

                                  

次へ



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
 前連結会計年度 当連結会計年度

 (自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

   至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

１．連結の範    （イ）連結子会社の数 12社    （イ）連結子会社の数 12社            

 囲に関する   連結子会社は、「第１ 企業の概況４． 同左  

 事項   関係会社の状況」に記載しているため省略  

   しております。  

    

   （ロ）主要な非連結子会社の数 （ロ）主要な非連結子会社の数  

   主要な非連結子会社はありません。 同左  

    

   （ハ）非連結子会社について連結の範囲から （ハ）非連結子会社について連結の範囲から  

      除いた理由    除いた理由  

   非連結子会社６社の資産、売上高、当期 同左  

   純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金  

   （持分に見合う額）等は、いずれもそれぞ  

   れ小規模であり、全体として連結財務諸表  

   に重要な影響を及ぼしていないため、連結  

  の範囲に含めておりません。  

２．持分法の適  （イ）当連結会計年度において持分法適用 （イ）当連結会計年度において持分法適用    

 用に関する事   会社はありません。 会社はありません。  

 項    

   （ロ）持分法を適用しない理由 （ロ）持分法を適用しない理由  

   適用外の非連結子会社６社及び関連会社 同左  

   ３社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余  

   金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全  

   体としても重要性がないため持分法を適用  

   しておりません。  

３．連結子会社  連結子会社の決算日が連結決算日と異なる 同左             

 の事業年度等   会社は次のとおりであります。  

 に関する事項   会社名 決算日  

   クリーンメタル㈱ 2月28日  

   ナスビジネスサービス㈱ 1月31日  

   NAS TOA(THAILAND)CO.,LTD. 2月28日  

   連結財務諸表の作成に当たっては、同決算  

   日現在の財務諸表を使用しております。  

   なお、連結決算日との間に生じた重要な取  

   引については連結上必要な調整を行っており  

              ます。                             

４．会計処理基 （イ）重要な資産の評価基準及び評価方法 （イ）重要な資産の評価基準及び評価方法  

 準に関する事   ①有価証券の評価基準及び評価方法 ①有価証券の評価基準及び評価方法  

 項   その他有価証券 その他有価証券  

   時価のあるもの 時価のあるもの  

   …主として決算日の市場価格等に基づ …主として決算日の市場価格等に基づ  

   く時価法（評価差額は全部資本直入法 く時価法（評価差額は全部純資産直  

   により処理し、売却原価は主として移 入法により処理し、売却原価は主と  

   動平均法により算定しております。） して移動平均法により算定しており  

   ます。）  

    

   時価のないもの 時価のないもの  

   …主として移動平均法による原価法 同左  

    

   ②たな卸資産の評価基準及び評価方法 ②たな卸資産の評価基準及び評価方法  

                  主として移動平均法による原価法   同左             



 前連結会計年度 当連結会計年度

 (自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

   至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

４．会計処理基  （ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法 （ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法  

 準に関する事    

 項   ①有形固定資産 ①有形固定資産  

   主として定額法を採用しております。 同左  

   なお、主な耐用年数は以下のとおりで  

   あります。  

   建物及び構築物    ８～50年  

   機械装置及び運搬具  ７～15年  

    

   ②無形固定資産  ②無形固定資産   

   定額法を採用しております。なお、自 同左  

   社利用のソフトウェアについては、社内  

   における利用可能期間に基づく定額法を  

   採用しております。  

    

   （ハ）重要な引当金の計上基準 （ハ）重要な引当金の計上基準  

   ①貸倒引当金 ①貸倒引当金  

   主として、売上債権、貸付金等の貸倒 同左  

  損失に備えるため、一般債権については  

  貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特  

  定の債権については個別に回収可能性を  

  検討し、回収不能見込額を計上しており  

  ます。  

    

   ②賞与引当金 ②賞与引当金  

  主として、従業員の賞与に充てるため、 同左  

  支給見込額に基づき算定しております。  

   

   ③退職給付引当金 ③退職給付引当金  

   主として従業員の退職給付に備えるた 同左  

   め、当連結会計年度末における退職給付  

   債務の見込額に基づき、当連結会計年度  

   末において発生していると認められる額  

   を計上しております。  

   過去勤務債務及び数理計算上の差異は、  

   その発生年度において一括償却しており  

   ます。  

   

  

──────

④役員賞与引当金  

  主として、役員賞与の支出に備えて、  

  当連結会計年度における支給見込額に基  

  づき計上しております。  

   （会計方針の変更）

   当連結会計年度より、「役員賞与に関  

   する会計基準」（企業会計基準第４号平  

   成17年11月29日）を適用しております。  

   これにより営業利益、経常利益及び税  

   金等調整前当期純利益は、それぞれ 114  

   百万円減少しております。  

   

  

──────

⑤役員退職慰労引当金  

  主として、役員退職慰労金の支出に備  

  えるため、当連結会計年度末における要  
              支給額の 100％を計上しております。     



 前連結会計年度 当連結会計年度

 (自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

   至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

４．会計処理基

──────

（会計方針の変更）  

 準に関する事   当社及び国内連結子会社は、役員退職  

 項   慰労金につき、従来その支給時の費用と  

   して処理しておりましたが、当連結会計  

   年度より、当連結会計年度末における要  

   支給額を役員退職慰労引当金として計上  

  する方法に変更いたしました。  

  この変更は、各社の取締役会において  

  平成19年３月期に係る定時株主総会終結  

  の時をもって役員退職慰労金制度を廃止  

  することとし、当該時までの在任期間中  

  の職務遂行の対価相当額を、支給すべき  

  退職慰労金として決定したことに伴い、  

  財務健全化をよりいっそう図ることを目  

  的として行ったものであります。  

  この変更により、当連結会計年度発生  

  額 184百万円は販売費及び一般管理費に  

  計上し、過年度対応額 529百万円は特別  

  損失に計上しております。  

  この結果、従来の方法に比較して、営  

  業利益及び経常利益はそれぞれ 184百万  

  円減少し、税金等調整前当期純利益は、  

  713百万円減少しております。  

  なお、取締役会の決定が下期以降であ  

  ったことから、当中間連結会計期間にお  

  いては従来の方法によっております。変  

  更後の方法によった場合と比較して、営  

  業利益及び経常利益がそれぞれ 92百万  

  円、税金等調整前中間純利益が 621百万  

  円多く計上されております。  

   

  （ニ）重要なリース取引の処理方法 （ニ）重要なリース取引の処理方法  

  リース物件の所有権が借主に移転する 同左  

  と認められるもの以外のファイナンス・  

  リース取引については、通常の賃貸借取  

  引に係る方法に準じた会計処理によって  

  おります。  

   

  （ホ）重要なヘッジ会計の方法 （ホ）重要なヘッジ会計の方法  

  ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法  

  原則として繰延ヘッジ処理を採用して 同左  

  おります。なお、為替予約については振  

  当処理の要件を満たしている場合は振当  

  処理を採用しており、金利スワップ取引  

  については特例処理の要件を満たしてい  

  る場合は特例処理を適用しております。  

   

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象  

  a.ヘッジ手段…為替予約取引、為替 同左  

  オプション取引、通貨スワップ取引  

  ヘッジ対象…外貨建取引及び外貨建  

  予定取引等  

  b.ヘッジ手段…商品デリバティブ取引  

  ヘッジ対象…原材料及び買掛金  

  c.ヘッジ手段…金利スワップ取引  

                  ヘッジ対象…借入金                  

                                                



 前連結会計年度 当連結会計年度

 (自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

   至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

４．会計処理基    ③ヘッジ方針           ③ヘッジ方針             

 準に関する事  当社の社内規程である「ヘッジ取引規 同左  

 項  程」に基づき、資産の価格変動、為替変  

  動及び負債の金利変動ほか、各種相場の  

  変動による損失の可能性（リスク）を  

  減殺することを目的にヘッジ取引を行っ  

  ております。  

  また連結子会社につきましても概ね当  

  社と同様であります。  

   

   ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法  

  ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動 同左  

  の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャ  

  ッシュ・フロー変動の累計又は相場変動  

  を半期毎に比較し、両者の変動額等を基  

  礎にして、ヘッジ有効性を評価しており  

   ます。ただし特例処理によっている金利  

   スワップについては有効性の評価を省略  

   しております。  

   

  （ヘ）その他連結財務諸表作成のための基本 （ヘ）その他連結財務諸表作成のための基本  

    となる重要な事項   となる重要な事項  

  ①消費税等の会計処理 ①消費税等の会計処理  

  税抜方式を採用しております。 同左  

  ②連結納税制度の適用 ②連結納税制度の適用  

  連結納税制度を適用しております。 同左  

５．連結子会社                                   

 の資産及び負  連結子会社の資産及び負債の評価について 同左

 債の評価に関  は、全面時価評価法を採用しております。

 する事項  

６．連結調整勘   連結調整勘定の償却については、５年間の

────── 定の償却に関  均等償却を行っております。

 する事項  

７．のれん及び                                   

 負ののれんの  

──────

のれんの償却については、５年間の定額法

 償却に関する  により償却を行っております。

 事項  

８．利益処分項   連結剰余金計算書は連結会社の利益処分又            

 目等の取扱い  は損失処理について連結会計年度中に確定し

────── に関する事項  た利益処分又は損失処理に基づいて作成して

              おります。              

９．連結キャッ 連結キャッシュ・フロー計算書における資 同左

 シュ・フロー   金（現金及び現金同等物）は手許現金、随時  

 計算書におけ   引き出し可能な預金及び容易に換金可能であ  

 る資金の範囲   り、かつ価値の変動について僅少なリスクし  

   か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限  

              の到来する短期投資からなっております。             

次へ



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
 前連結会計年度 当連結会計年度
 (自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日
   至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

４．会計処理  （固定資産の減損に係る会計基準）
 基準に関す  当連結会計年度より、固定資産の減損に係

 る事項   る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

   準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

   平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

   に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準
──────

   適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

   しております。これにより税金等調整前当期

   純利益は、921百万円減少しております。

   なお、減損損失累計額については改正後の

   連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から

   直接控除しております。

   

   （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

   計基準）

   当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

   産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

   基準第５号平成17年12月９日）及び「貸借

   対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

   
──────

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

   号 平成17年12月９日）を適用しております。

   これまでの資本の部の合計に相当する金額

   は 54,230百万円であります。

   なお、当連結会計年度における連結貸借対

   照表の純資産の部については、連結財務諸表

   規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規
                                    則により作成しております。           

             前連結会計年度 当連結会計年度
  (自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日
               至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

表示方法の変更 （連結キャッシュ・フロー計算書）

  １．前連結会計年度において、「連結調整勘

   定償却額」と掲記されていたものは、当連

  結会計年度から「のれん償却額」と表示し

  ております。

  ２．財務活動によるキャッシュ・フローの

  ────── 「自己株式取得による支出」は、前連結会

  計年度は「その他」に含めて表示しており

  ましたが、金額的に重要性が増したため区

  分掲記しております。

  なお、前連結会計年度の「その他」に含

  まれている「自己株式取得による支出」は、
                                    ８百万円であります。            

次へ



注  記  事  項
（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成18年３月31日現在) (平成19年３月31日現在)

 ※１ 非連結子会社及び関連会社株式に対するもの ※１ 非連結子会社及び関連会社株式に対するもの

 投資有価証券（株式） 364百万円 投資有価証券（株式） 364百万円

 

 ※２ 事業用土地の再評価 ※２ 事業用土地の再評価

 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31

 日公布 法律第34号）及び「土地の再評価に関する 日公布 法律第34号）及び「土地の再評価に関する

 法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公 法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公

 布  法律第19号）に基づき事業用の土地の再評価を 布  法律第19号）に基づき事業用の土地の再評価を

 行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に 行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

 係る繰延税金負債」として負債の部に、これを控除 係る繰延税金負債」として負債の部に、これを控除

 した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

 計上しております。 に計上しております。

 

 ・再評価の方法 ・再評価の方法

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

 ３月31日公布 政令第119号）第２条第３号に定める ３月31日公布 政令第119号）第２条第３号に定める

 固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する 固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する

 方法、及び第５号に定める不動産鑑定士の鑑定評価 方法、及び第５号に定める不動産鑑定士の鑑定評価

 によって算出しております。 によって算出しております。

 

 ・再評価を行った年月日 ・再評価を行った年月日

 当社 平成13年３月31日 当社 平成13年３月31日

 一部の国内連結子会社 平成14年３月31日 一部の国内連結子会社 平成14年３月31日

 ・再評価を行った土地の当期末における時価と再評 ・再評価を行った土地の当期末における時価と再評

 価後の帳簿価額との差額 価後の帳簿価額との差額

 2,345百万円 2,472百万円

 

 ※３ 担保提供資産及び対応債務 ※３ 担保提供資産及び対応債務

                   （単位：百万円） （単位：百万円）

 担保提供資産  対応債務 担保提供資産 対応債務

 （内訳）            一年内期限 3,967 （内訳） 一年内期限 4,198

 建物及び構築物 7,387  の長期借入金 建物及び構築物 8,468 の長期借入金

  (7,127)  (8,214)

 機械装置及び運搬具 19,567  長期借入金 20,879 機械装置及び運搬具 20,114 長期借入金 33,817

  (19,567)  (20,114)

 土地 35,667  短期借入金 32,506 土地 35,264 短期借入金 6,050

  (34,977)  (34,981)

 有形固定資産計 62,620   割引手形 1,635 有形固定資産計 63,845 割引手形 2,427

 (61,672)  (63,308)

 上記のうち（ ）内書  上記のうち（ ）内書

 は財団抵当であります。  は財団抵当であります。

 受取手形     2,678   受取手形 2,607

  (2,305)  (2,329)

 上記のうち（ ）内書  上記のうち（ ）内書

 は債権流動化に伴う信  は債権流動化に伴う信

 託受益権であります。  託受益権であります。

 投資有価証券  120   投資有価証券 －

   
   計       65,419     計     58,987   計 66,452   計     46,492

                                                  



前連結会計年度 当連結会計年度

(平成18年３月31日現在) (平成19年３月31日現在)

 ４ 偶発債務            ４ 偶発債務    

 内 容 被保証者 金    額 内 容 被保証者 金    額

 銀行支払保証 従業員 282百万円 銀行支払保証 従業員 241百万円

              計  282〃   計  241〃

 

 ※５ 受取手形割引高及び裏書譲渡高 ※５ 受取手形割引高及び裏書譲渡高

 この他  受取手形 割引高 2,209百万円 この他  受取手形 割引高 2,891百万円

   〃  〃 裏書譲渡高 315百万円   〃  〃 裏書譲渡高 501百万円

 

 ※６ 当社の発行済株式総数は、普通株式91,519千株、 ──────

 優先株式75,000千株であります。

 

 ※７ 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式 ──────

 115千株であります。

 

 ※８ 連結会計年度末日満期手形

 連結会計年度末日満期手形の会計処理について

 は、手形交換日をもって決済処理をしております。

 なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

 ────── ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

 会計年度末残高に含まれております。

 

 受取手形 483百万円

                              支払手形    3,009百万円



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

 額は次のとおりであります。 額は次のとおりであります。

 運送費及び保管料 2,704百万円 運送費及び保管料 2,901百万円

 給料賞与等 3,165   〃 給料賞与等 3,410   〃

 賞与引当金繰入額 456   〃 賞与引当金繰入額 585   〃

 退職給付費用 305   〃 役員賞与引当金繰入額 114   〃

 連結調整勘定償却額 39  〃 役員退職慰労引当金繰入額 184   〃

 退職給付費用 331   〃

 のれん償却額 33  〃

 

 ※２ 一般管理費及び当期製造原価に含まれる研究開 ※２ 一般管理費及び当期製造原価に含まれる研究開

 発費の総額は、999百万円であります。 発費の総額は、1,127百万円であります。

 

 ※３ 内   訳 ※３ 内   訳

 土地 ─百万円 土地 570百万円

 有形固定資産 3  〃 建物その他 10  〃

 

 ※４ 内   訳 ※４ 内   訳

 土地 ─百万円 土地 8百万円

 建物その他 6  〃 建物その他 1  〃

 

 ※５ 過年度損益修正益の内訳

 過年度損益修正益は主に過年度における連結子
──────

 会社の売上原価等を修正したものであります。

 

 ※６ 減損損失

 当社グループは当連結会計年度において、一部の

 遊休資産につき減損損失921百万円を計上しており

 ます。その内訳は主に千葉県内所在の遊休土地等で

 あり、近年の地価下落に伴い、当該資産の時価が帳

 簿価額に対し著しく下落していることによるもので

 あります。

 なお、当社グループにおきましては、減損の兆候

 を判定するにあたっては、原則として、事業用資産 ──────

 及び遊休資産に分類し、事業用資産については各事

 業所単位、遊休資産については個別物件単位でグル

 ーピングを実施しております。

 また、遊休資産の回収可能価額については正味売

 却価額により測定しており、その際使用する時価の

 算定は、固定資産税評価額に合理的な調整を加え実

   施しております。                                      



（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

              前連結会計年度末
株式数

当連結会計年度増加 
株式数    

当連結会計年度減少
株式数

当連結会計年度末株式数
 

   

              （千株） （千株） （千株） （千株）  

 発行済株式                                             

  普通株式        91,519   32,455 －  123,973

  第Ⅰ種優先株式    20,000   － 20,000  －

  第Ⅱ種優先株式    25,000   － 25,000  －

  第Ⅲ種優先株式    30,000   － 30,000  －

 合計   166,519   32,455 75,000  123,973

 自己株式                           

  普通株式        123   30 1  152

  第Ⅰ種優先株式    －   20,000 20,000  －

  第Ⅱ種優先株式    －   25,000 25,000  －

  第Ⅲ種優先株式    －   30,000 30,000  －

 合計   123   75,030 75,001  152

（注） １．普通株式の発行済株式総数 32,455千株は、転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。

２．第Ⅰ種優先株式、第Ⅱ種優先株式及び第Ⅲ種優先株式の発行済株式総数の減少 75,000千株は、会社法第156

条に基づく自己株式の取得による減少であります。

３．普通株式の自己株式の増加 30千株は、単元未満株式の買取りによるものであり、普通株式の自己株式の減

少 1千株は、単元未満株式の売渡請求による売渡であります。

４．第Ⅰ種優先株式、第Ⅱ種優先株式及び第Ⅲ種優先株式の自己株式の増加 75,000千株は、会社法第156条の規

定に基づく自己株式の取得による増加であります。

５．第Ⅰ種優先株式、第Ⅱ種優先株式及び第Ⅲ種優先株式の自己株式の減少 75,000千株は、会社法第178条の規

定に基づく自己株式の消却による減少であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

        
新株予約権   
の内訳

新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計年度末

残高区分 前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末         （百万円）

提出会社 転換社債型新株予約
権付社債

普通株式 － 32,455 32,455 － －
（親会社）

合計   － － 32,455 32,455 － －
（注） 転換社債型新株予約権付社債の増加及び減少は、転換社債型新株予約権付社債の発行及び転換によるものであり

ます。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

            
株式の種類

配当金の総額 1株当たり配当額
基準日 効力発生日

 （決議）      （百万円） （円）

           普通株式       457 5.000           

平成18年６月29日 第Ⅰ種優先株式  45 2.236
平成18年３月31日 平成18年６月30日

定時株主総会 第Ⅱ種優先株式  68 2.736

           第Ⅲ種優先株式  97 3.236           

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

           
株式の種類

配当金の総額
配当の原資

1株当たり配当額
基準日 効力発生日

 （決議）     （百万円） （円）

平成19年６月27日
普通株式 991 利益剰余金 8.00 平成19年３月31日 平成19年６月28日

定時株主総会  



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）                  
前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

 １．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 １．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

 に掲記されている科目の金額との関係 に掲記されている科目の金額との関係

 

   現金及び預金勘定 6,586百万円   現金及び預金勘定 8,789百万円

   預入期間が３ヶ月を超える定期 △ 99 〃   預入期間が３ヶ月を超える定期 △ 118 〃

 預金 預金

 取得日から３ヶ月以内に償還期 50 〃 取得日から３ヶ月以内に償還期 50 〃

 限の到来する短期投資（有価証 限の到来する短期投資（有価証

 券） 券）

 現金及び現金同等物 6,538 〃  現金及び現金同等物 8,721 〃  

 

 ２．重要な非資金取引の内容

 無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新

 株予約権の行使

 ────── 新株予約権の行使による資本金増加

 7,508百万円

 新株予約権の行使による資本剰余金増加

                                    7,492百万円

次へ



（リース取引関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

 １．リース物件の所有権が借主に移転すると認められ １．リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

 るもの以外のファイナンス・リース取引（借主側） るもの以外のファイナンス・リース取引（借主側）

 

 ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

 額及び期末残高相当額 額及び期末残高相当額

 （単位：百万円） （単位：百万円）

            取得価額 減価償却 期末残高        取得価額 減価償却 期末残高

    累計額   累計額  

   相当額 相当額 相当額 相当額 相当額 相当額

 (有形固定資産）                        (有形固定資産）                 

 機械装置 1,696 488 1,208 機械装置 2,063 710 1,354

 及び運搬具   及び運搬具  

 その他  1,442 706 737 その他 1,710 859 851

 (無形固定資産）   (無形固定資産）  

 その他 234 119 115 その他 241 114 127

 合計 3,372 1,312 2,060 合計 4,014 1,683 2,332

 

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

 が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低 が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

 いため、支払利子込み法により算定しておりま いため、支払利子込み法により算定しておりま

 す。 す。

 

 ②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

 

 一年内 538百万円 一年内 681百万円

 一年超  1,523 〃 一年超  1,651 〃

 合計 2,060 〃 合計 2,332 〃

 

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

 ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占 ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

 める割合が低いため、支払利子込み法により算 める割合が低いため、支払利子込み法により算

 定しております。 定しております。

 

 ③支払リース料及び減価償却費相当額 ③支払リース料及び減価償却費相当額

 

 支払リース料 485百万円 支払リース料 696百万円

 減価償却費相当額 485 〃 減価償却費相当額 696 〃

 

 ④減価償却費相当額の算定方法 ④減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定 同左

 額法によっております。

 

 （減損損失について） （減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありませんの 同左

 で、項目等の記載は省略しております。

 

 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

 

────── ──────

                                        



（有価証券関係）

Ⅰ 前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

（単位：百万円）

                    種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

 連結貸借対照表計上額が   株式 1,596 4,739  3,143

 取得原価を超えるもの   債券等 45 105    60

   小計  1,641 4,844    3,203

 連結貸借対照表計上額が   株式 12 10  △ 2

 取得原価を超えないもの   債券等 20 20    －

                      小計  32 30    △ 2

合計 1,673 4,874    3,201

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円）

 売却額  売却益の合計額 売却損の合計額

 50   0 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 353百万円

非上場外国株式 63百万円

Ⅱ 当連結会計年度（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

（単位：百万円）

                    種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額

 連結貸借対照表計上額が   株式 2,032 5,131  3,099

 取得原価を超えるもの   債券等 － －    －

   小計  2,032 5,131    3,099

 連結貸借対照表計上額が   株式 334 316  △ 18

 取得原価を超えないもの   債券等 121 116    △ 5

                      小計  455 432    △ 23

合計 2,487 5,563    3,076

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円）

 売却額  売却益の合計額 売却損の合計額

 101   58 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式 383百万円

非上場外国株式 77百万円



（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

 前連結会計年度 当連結会計年度

 (自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

   至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

１．取引の内容   当社グループは為替予約取引、為替オプショ 同左

   ン取引、通貨スワップ取引、商品デリバティブ

   取引及び金利スワップ取引を行っております。

   

２．取引に対す   当社グループは基本的には金銭債権債務残高 同左

 る取組方針   の範囲内でデリバティブを利用することとして

   おり、投機的なデリバティブ取引は行わない方

   針であります。

   

３．取引の利用   当社グループは、資産又は負債の価格変動、 同左

 目的   金利変動、及び為替変動ほか、各種相場の変動

   による損失の可能性（リスク）を減殺すること

   を目的とし、デリバティブ取引をその手段とし

   て用いております。

   なお、当社グループのデリバティブ取引につ

   いてはヘッジ会計を適用しており、そのヘッジ

   方法、ヘッジ手段、ヘッジ対象、ヘッジ方針は

   下記のとおりであります。

   

   ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

   原則として繰延ヘッジ処理を採用しておりま 同左

   す。なお為替予約については振当処理の要件を

   満たしている場合は振当処理を採用しており、

   金利スワップ取引については特例処理の要件を

   満たしている場合は特例処理を適用しておりま

   す。

    

   ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

   a.ヘッジ手段…為替予約取引、為替オプション 同左

   取引、通貨スワップ取引

   ヘッジ対象…外貨建取引及び外貨建予定取引

   等

   b.ヘッジ手段…商品デリバティブ取引

  ヘッジ対象…原材料及び買掛金

  c.ヘッジ手段…金利スワップ取引

  ヘッジ対象…借入金

  

  ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針

  当社グループは、資産又は負債の価格変動、 同左

  金利変動、及び為替変動ほか、各種相場の変動

  による損失の可能性（リスク）を減殺すること

             を目的にヘッジ取引を行っております。           



 前連結会計年度 当連結会計年度

 (自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

   至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

４．取引に係る   当社グループが利用しているデリバティブ 同左

 リスクの内容   取引は、外国為替相場変動、金利変動又は商

   品市況変動に伴う市場価格変動リスクを有し

   ております。但し、当社グループは外貨建取

   引に係る為替リスクヘッジ、借入金に係る金

   利水準変動リスクヘッジ、並びに原料購入取

   引に係る市況変動リスクヘッジを目的として

   デリバティブ取引を実施していることから、

   これらが経営に与えるリスクは限定的なもの

   と考えております。

   なお、当社グループが行っている為替予約

   取引、為替オプション取引、通貨スワップ取

   引、金利スワップ取引及び商品デリバティブ

   取引の契約先は、いずれも信用力の高い国内

   銀行又は国内商社であるため、相手方の契約

   不履行によるリスクはほとんど無いと考えて

   おります。

   

５．取引に係る   当社におけるデリバティブ取引については 同左

 リスク管理体   当社の社内規程である「ヘッジ取引規程」に

 制   従って実行されております。当該規程では、

   デリバティブ取引を手段として各種相場の変

   動による損失リスクを減殺することを目的と

   したヘッジ取引について、①ヘッジの対象と

   するリスクの種類と内容、②ヘッジ方針、③

   ヘッジ有効性判定の方法等の規定が明記され

   ております。

   通貨関連につきましては、個別の取引に係

   るものについては資材部門の依頼により、包

   括ヘッジ取引については各担当部門から定期

   的に報告される取引見込高に基づく全社外貨

   ポジションの見通しに基づき資金担当部門が

   行っております。

   商品関連につきましては、資材部門が取引見

   込高に基づき行っております。金利関連につ

   きましては、資金担当部門において行ってお

   ります。これらは全て経理部門が管理・統括

   を行っております。

   また、連結子会社についても概ね当社と同

             様であります。                    

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

当社グループの行っているデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項は

ありません。

当連結会計年度（平成19年３月31日現在）

当社グループの行っているデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項は

ありません。

次へ



（退職給付関係）

（前連結会計年度）

１．採用している退職給付制度の概要

（１）当社及び連結子会社の退職給付制度

当社及び国内連結子会社は主として、退職一時金制度を採用しておりますが、一部の連結子会社におきましては、

中小企業退職金共済制度を採用し、海外連結子会社では、政府の定める退職金基金制度に加入しております。

なお、従業員の退職に際して割増退職金を支払う場合があります。

（２）主な制度別の補足事項

退職一時金制度

当社及び連結子会社（10社）において採用しております。

２．退職給付債務に関する事項（平成18年３月31日現在）

（１） 退職給付債務 △ 10,621百万円

（２） 年金資産 －  〃

（３） 未積立退職給付債務（１＋２） △ 10,621   〃

（４） 会計基準変更時差異の未処理額 －  〃

（５） 未認識過去勤務債務 －  〃

（６） 未認識数理計算上の差異（債務の増加額） －  〃

（７） 退職給付引当金（３＋４＋５＋６） △ 10,621   〃

（注） 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項（自平成17年４月１日  至平成18年３月31日）

（１） 勤務費用 672百万円

（２） 利息費用 202   〃

（３） 期待運用収益 －  〃

（４） 会計基準変更時差異の費用処理額 －  〃

（５） 過去勤務債務の費用処理額 －  〃

（６） 数理計算上の差異の費用処理額 △ 48   〃

（７） 退職給付費用（１＋２＋３＋４＋５＋６） 826   〃

（注） 一時金部分のみ簡便法を採用している連結子会社の、一時金部分の退職給付費用は、「（１）勤務費用」に

計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（１） 割引率 2.0％

（２） 期待運用収益率 －％

（３） 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

（４） 会計基準変更時差異の処理年数 －年

（５） 過去勤務債務の額の処理年数 1年（発生年度において一括償却しております）

（６） 数理計算上の差異の処理年数 1年（発生年度において一括償却しております）



（当連結会計年度）

１．採用している退職給付制度の概要

（１）当社及び連結子会社の退職給付制度

当社及び国内連結子会社は主として、退職一時金制度を採用しておりますが、一部の連結子会社におきましては、

中小企業退職金共済制度を採用し、海外連結子会社では、政府の定める退職金基金制度に加入しております。

なお、従業員の退職に際して割増退職金を支払う場合があります。

（２）主な制度別の補足事項

退職一時金制度

当社及び連結子会社（10社）において採用しております。

２．退職給付債務に関する事項（平成19年３月31日現在）

（１） 退職給付債務 △ 10,461百万円

（２） 年金資産 －  〃

（３） 未積立退職給付債務（１＋２） △ 10,461   〃

（４） 会計基準変更時差異の未処理額 －  〃

（５） 未認識過去勤務債務 －  〃

（６） 未認識数理計算上の差異（債務の増加額） －  〃

（７） 退職給付引当金（３＋４＋５＋６） △ 10,461   〃

（注） 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項（自平成18年４月１日  至平成19年３月31日）

（１） 勤務費用 608百万円

（２） 利息費用 195   〃

（３） 期待運用収益 －  〃

（４） 会計基準変更時差異の費用処理額 －  〃

（５） 過去勤務債務の費用処理額 －  〃

（６） 数理計算上の差異の費用処理額 227   〃

（７） 退職給付費用（１＋２＋３＋４＋５＋６） 1,030   〃

（注） 一時金部分のみ簡便法を採用している連結子会社の、一時金部分の退職給付費用は、「（１）勤務費用」に

計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（１） 割引率 2.0％

（２） 期待運用収益率 －％

（３） 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

（４） 会計基準変更時差異の処理年数 －年

（５） 過去勤務債務の額の処理年数 1年（発生年度において一括償却しております）

（６） 数理計算上の差異の処理年数 1年（発生年度において一括償却しております）



（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（税効果関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

   （単位：百万円）

                           前連結会計年度 当連結会計年度

                           （平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

 繰延税金資産

  賞与引当金損金算入限度超過額 602 620

  退職給付引当金損金算入限度超過額 4,306 3,675

  固定資産評価損否認額 4,290 2,705

  減損損失 910 904

  土地再評価差損 377 350

  たな卸資産評価損否認額 5 23

  有価証券評価損否認額 783 756

  固定資産に含まれる未実現損益 198 220

  貸倒引当金繰入否認額 532 469

  その他 905 2,050

 繰延税金資産小計 12,908 11,770

 評価性引当額 △ 9,831 △ 6,620

 繰延税金資産合計 3,077 5,150

 繰延税金負債

  土地再評価差益 2,687 2,687

  分社土地再評価差額 9,748 9,748

  固定資産圧縮積立金 56 56

  投資有価証券評価差額金 1,282 1,236

  その他 119 212

 繰延税金負債合計 13,891 13,938

 繰延税金資産の純額 2,191 3,082

 繰延税金負債の純額 13,005 11,870

（注）前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれており

ます。

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 1,384百万円 2,162百万円

固定資産－繰延税金資産 807  〃 920  〃

固定負債－繰延税金負債 10,318  〃 9,183  〃

固定負債－再評価に係る繰延税金負債 2,687  〃 2,687  〃

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

項目別の内訳

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

  当連結会計年度末において、上記１．の繰延税金 同左           

 資産の大部分につきまして評価性引当額を計上して

 いるため、法定実効税率と法人税等の負担率が大き

 く乖離しております。なお、永久差異等の影響は軽

 微であるため、その項目別内訳につきましては記載

 を省略しております。                       



（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）

ステンレス鋼板及びその加工品セグメント単一ですので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

ステンレス鋼板及びその加工品セグメント単一ですので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める本邦の割合が、いずれも90%を超えている

ため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める本邦の割合が、いずれも90%を超えている

ため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海 外 売 上 高】

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）

                        東南アジア 大洋州 北米 中近東
その他の 
地域

計

 Ⅰ 海外売上高（百万円）  21,325 725 646 123 2,351 25,171

 Ⅱ 連結売上高（百万円）     － － － － － 148,987

 Ⅲ 海外売上高の連結売上        

    高に占める割合（％）     14.3  0.5 0.4 0.1 1.6  16.9

（注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。          

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

（1）国又は地域の区分の方法 地理的近接度による

（2）各区分に属する主な国又は地域 東南アジア：中国、韓国、タイ、シンガポール、台湾等

大洋州：オ－ストラリア、ニュージーランド等

北米：米国、カナダ等

中近東：サウジアラビア、ＵＡＥ、クウェート、カタール等

その他の地域：欧州、エジプト、コロンビア等

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

                        
東南アジ

ア
欧州 大洋州 北米 中近東

その他の
地域

計

 Ⅰ 海外売上高（百万円）  31,067  3,369 695 1,181 305 760 37,376  

 Ⅱ 連結売上高（百万円）     － － － － － － 194,940  

 Ⅲ 海外売上高の連結売上                  

    高に占める割合（％）     15.9  1.7 0.4 0.6 0.2 0.4 19.2  

（注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

（1）国又は地域の区分の方法 地理的近接度による

（2）各区分に属する主な国又は地域 東南アジア：中国、韓国、タイ、シンガポール、台湾等

欧州：ドイツ、イギリス、イタリア等

大洋州：オ－ストラリア、ニュージーランド等

北米：米国、カナダ等

中近東：サウジアラビア、ＵＡＥ、クウェート、カタール等

その他の地域：欧州、エジプト、コロンビア等

３．欧州向け海外売上高は、前連結会計年度は「その他の地域」に含めて表示しておりましたが、金額的に重要性が

増したため区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「その他の地域」に含まれる欧州向け海外売上高は

2,093百万円、連結売上高に占める海外売上高の割合は 1.4％であります。



【関連当事者との取引】

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

 

 記載すべき該当事項はありません。 記載すべき該当事項はありません。

                                        

（１株当たり情報）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

 

 １株当たり純資産額 266.49円 １株当たり純資産額 440.26円

 １株当たり当期純利益金額 62.43円 １株当たり当期純利益金額 139.40円

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 50.16円 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

 ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

                              ないため記載しておりません。          

（注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

                              前連結会計年度 当連結会計年度

 (自 平成17年４月 1日 (自 平成18年４月 1日 

                               至 平成18年３月31日)  至 平成19年３月31日)

 １株当たり当期純利益金額           

  当期純利益  5,980百万円  15,284百万円

  普通株主に帰属しない金額  273百万円  －百万円

  普通株式に係る当期純利益  5,707百万円  15,284百万円

  普通株式の期中平均株式数  91,404千株   109,643千株  

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

  当期純利益調整額  210百万円  －百万円

  普通株式増加数  26,549千株   －千株  

  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後   

  １株当たり当期純利益の算定に含めなかった ────── ──────

  潜在株式の概要               



（重要な後発事象）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

 当社は平成18年４月17日開催の取締役会において、

──────

 

 ①資本準備金の減少および自己株式（優先株式）の取  

 得枠の設定について、第124期定時株主総会に付議す  

 ること、②第三者割当による第５回無担保転換社債型  

 新株予約権付社債の発行、および転換社債型新株予約  

 権付社債に係る発行登録を行うことを決議いたしまし  

 た。  

 その内容につきましては以下のとおりであります。  

  

Ⅰ．資本準備金の減少  

 １．目 的  

 当社が平成15年３月に発行した優先株式の取得を  
 行う原資の一部に充てることを目的といたします。  

 ２．要 領  

 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備  

 金10,802,953,653円について、その全額である10,  

 802,953,653円を減少いたします。資本準備金減少  

 の効力が発生しますと、資本準備金は０円となり  

 ます。減少した資本準備金額は、全額を「その他  

 資本剰余金」に振り替える予定です。  

 ３．日 程  

 （１）取締役会決議日：平成18年４月17日  

 （２）株主総会決議日：平成18年６月29日  

 （３）債権者異議申述 終期日：平成18年７月31日  

 （４）資本準備金減少の効力発生日  

 ：平成18年８月１日  

  

Ⅱ．自己株式（優先株式）の取得枠設定  

 １．理 由  

 当社の優先株式は普通株式への転換価額が転換請  

 求期間開始時に決定する方式であるため、当該優  
 先株式に係る潜在株式数が確定しておらず、また、  

 優先配当金が金利連動型になっているため、将来  

 の配当負担が金利変動に左右されるといった特徴  

 があります。今回の優先株式の取得及び消却は、  

 このような不確実性を排除することで、当社資本  

 政策の柔軟性を高める効果があるものと考えてお  

 ります。  

 ２．取得枠の内容  

 （１）取得する株式の数  

 第Ⅰ種優先株式 20,000,000株  

 第Ⅱ種優先株式 25,000,000株  
 第Ⅲ種優先株式 30,000,000株  
 上記取得する株式の総数は、第Ⅰ種乃至第Ⅲ種  

 それぞれの優先株式の発行済株式総数の100％で  

 あります。  

 （２）株式を取得するのと引換えに交付する金銭等  

 の内容及びその総額  

 第Ⅰ種優先株式 株式を取得するのと引換え  

     に金銭を交付し、総額は40億円           



（重要な後発事象）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

      第Ⅱ種優先株式 株式を取得するのと引換

──────

 

 に金銭を交付し、総額は50億円  

 第Ⅲ種優先株式 株式を取得するのと引換え  

 に金銭を交付し、総額は60億円  

 合算総額150億円  

 （３）株式を取得することができる期間  

 平成18年６月開催予定の第124期定時株主総会  

 に付議予定の資本準備金減少にかかる効力発生  

 日から、平成19年６月開催予定の定時株主総会  

 終結の時まで。  

 （注）上記内容については、平成18年６月開催  

 予定の当社第124期定時株主総会において「資本  

 準備金減少の件」が承認可決されることを条件  

 とします。  

  
Ⅲ．第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行  
 １．目 的  

 当社が平成15年３月に発行した優先株式取得のた  

 めの資金調達並びに自己資本の質的改善のために  

 実施するものです。  

 ２．社債の名称  

 日本冶金工業株式会社第５回無担保転換社債型  

 新株予約権付社債  

 ３．発行価額 額面100円につき金100円  

 ４．各社債券の金額 金１億円の１種  

 ５．発行総額 金90億円  

 ６．募集の方法  

 第三者割当の方法により、金55億円をみずほ証  

 券株式会社に、金35億円を三菱ＵＦＪ証券株式会  

 社に割当てる。  

 ７．払込期日及び発行日 平成18年５月８日（月）  

 ８．利  率  本社債には利息を付さない。  

 ９．償還期限  平成20年５月８日（木）  

 本新株予約権付社債の社債権者は、次項により  

 修正された転換価額が308.5円となった日以降は、  

 当社に対して償還すべき日の２週間前に通知を行  

 うことにより、その保有する社債の全部または一  

 部を額面100円につき金100円で繰上償還すること  

 を、当社に対して請求する権利を有する。  

 10．新株予約権に関する事項  

 （１）新株予約権の総数  

 各社債に付された新株予約権の数は１個とし  

 合計90個の新株予約権を発行する。  

 （２）転換価額  

 当初617円とする。  

 本新株予約権付社債の発行後、毎月第４週金  

 曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以  

 降、転換価額は、決定日まで（当日を含む。）  

 の５連続取引日（ただし、終値のない日は除  

 き、決定日が取引日でない場合には、決定日の  

 直前の取引日までの５連続取引日とする。）の  

                                            



（重要な後発事象）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

 株式会社東京証券取引所における当社普通株式

──────

 

 の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）  

 の平均値の92％に相当する金額（円位未満小数  

 第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨て  

 る。）に修正される。  

 （３）新株の発行価額中の資本組入れ額  

 本新株予約権の行使により株式を発行する場  

 合の当社普通株式１株の資本組入額は当該株式  

 の発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結  

 果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を  

 切り上げるものとする。  

 （４）行使請求期間  

 平成18年５月９日から平成20年５月７日まで  

  

Ⅳ．転換社債型新株予約権付社債に係る発行登録  

 １．目 的  

 当社が平成15年３月に発行した優先株式取得の  

 ための資金調達の準備として発行登録を行うもの  

 です。実際の発行のタイミングは、平成18年４月  

 17日開催の取締役会において発行を決議した第５  

 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換進捗  

 状況等を踏まえて当社が決定します。これにより、  

 市場環境や当社の財務戦略・資本政策を踏まえた、  

 機動的かつ柔軟性ある資金調達が可能になると考  

 えております。  

 ２．要 領  

 （１）募集有価証券の種類  

 転換社債型新株予約権付社債  

 （２）発行予定期間  

 発行登録の効力発生予定日から１年を経過す  

 る日まで（平成18年４月25日～平成19年４月24  

 日）  

 （３）発行予定額 60億円（上限）  

 （４）調達資金の使途  

 当社が平成18年４月17日開催の取締役会にお  

 いて発行を決議した第５回無担保転換社債型新  

 株予約権付社債の発行手取金と合わせ、当社が  

 平成15年３月に発行した当社優先株式全額の取  

 得及び消却の資金に充当する予定ですが、平成  

 18年６月開催予定の第124期定時株主総会にお  

 いて当該優先株式の取得に係る議案が承認可決  

 されることが前提となります。  

 （５）募集の方法  

 第三者割当の方法により、上限60億円をみず  

 ほ証券株式会社に割当てる予定です。なお、  

 当社と割当予定先との間で、当該新株予約権付  

 社債の割当てに係る基本契約を締結する予定で  

     す。                           



⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

（単位：百万円）

会社名 銘柄 発行年月日
前期末
残高

当期末
残高

利率
（％）

担保 償還期限  

ナス鋼帯株式会社 第１回無担保社債 平成13年10月25日 220 220 1.520 なし 平成20年10月24日

（注）連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

－ 220  － － － 

【借入金等明細表】

（単位：百万円）

区  分 前期末残高 当期末残高 平均利率（％） 返済期限

短期借入金                 46,190 34,759 1.5 －

１年以内に返済予定の長期借入金  3,967 4,198 2.9 －

長期借入金   

（１年内に返済予定のものを除く） 20,879 33,817 2.7 平成19年～26
年

その他の有利子負債           － － － －

計 71,036 72,774 － －

（注）１．「平均利率」を算定する際の利率及び残高は期末のものを使用しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済

予定額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

区分 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

長期借入金 4,301  15,187 2,695 7,635  

（２）【その他】

該当事項はありません。



２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

                           第１２４期 第１２５期

     （平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

区 分
注記 
番号

金 額(百万円)
構成比
(％)

金 額(百万円)
構成比
(％)

（資  産  の  部）    

Ⅰ 流  動  資  産   

1.現金及び預金  2,891 1,853  

2.受取手形 ※1 
※8

8,680 16,682  

    

3.売掛金 ※1 12,104 22,257  

4.商品  926 523  

5.前払費用  138 97  

6.繰延税金資産  241 490  

7.関係会社短期貸付金  34,343 28,310  

8.関係会社未収入金  27,729 49,613  

9.未収入金  29 4  

10.その他  1,046 580  

11.貸倒引当金  △0 △2 

 流動資産合計  88,127 69.8 120,407  75.6

Ⅱ 固  定  資  産   

（1） 有 形 固 定 資 産    

 1. 建物  4,959 4,976  

 減価償却累計額  1,611 3,348 1,719 3,257  

 2. 構築物  220 225  

 減価償却累計額  167 52 169 56  

 3. 機械装置  404 404  

 減価償却累計額  213 191 235 168  

 4. 工具器具及び備品  220 232  

 減価償却累計額  187 34 186 46  

 5. 土 地 ※2       6,275 6,299  

 6. 建設仮勘定    19 7  

 有形固定資産合計   9,919 7.8 9,834  6.2

（2） 無 形 固 定 資 産    

 1. 工業所有権  0 0  

 2. 借地権  35 23  

 3. 公共施設利用権  9 9  

 4. ソフトウェア  119 9  

 無形固定資産合計  163 0.1 41  0.0

（3） 投資その他の資産   

 1. 投資有価証券 ※3 4,597 5,393  

 2. 関係会社株式   23,113 23,134  

 3. 関係会社長期滞り債権  337 260  

 4. 長期前払費用  54 33  

 5. その他  458 380  

 6. 貸倒引当金  △ 439 △ 261  

 投資その他の資産合計  28,120 22.3 28,938  18.2

 固定資産合計  38,202 30.2 38,814  24.4

 資 産 合 計  126,329 100.0 159,220  100.0

                                          



                           第１２４期 第１２５期

     （平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

区 分
注記 
番号

金 額(百万円)
構成比
(％)

金 額(百万円)
構成比
(％)

（負  債  の  部）   

Ⅰ 流  動  負  債   

1.支払手形
※1 
※8

7,869 11,795  

2.買掛金 ※1 10,421 13,850  

3.短期借入金 ※3 32,500 24,100  

4.一年内期限の長期借入金  2,972 2,972  

5.未払金  7,904 12,847  

6.未払費用  693 533  

7.未払法人税等  1,656 7,245  

8.前受金  423 22  

9.預り金  515 169  

10.賞与引当金  198 221  

11.役員賞与引当金  － 114  

12.設備関係支払手形 ※8 382 697  

13.その他  6 799  

 流 動 負 債 合 計  65,539 51.9 75,363  47.3

Ⅱ 固  定  負  債   

1.長期借入金  17,876 29,904  

2.退職給付引当金  2,245 2,291  

3.役員退職慰労引当金  － 353  

4.繰延税金負債  1,489 1,365  

5.再評価に係る繰延税金負債 ※2 889 889  

6.預り保証金  10 11  

7.長期未払金  11 5  

 固定負債合計  22,520 17.8 34,818  21.9

 負債合計  88,059 69.7 110,181  69.2

（資 本 の 部）   

Ⅰ 資本金 ※5 14,743 11.7 － －

Ⅱ 資本剰余金    

 資本準備金  10,803 －  

 資本剰余金合計  10,803 8.5 － －

Ⅲ 利益剰余金    

 当期未処分利益  10,750 －  

 利益剰余金合計  10,750 8.5 － －

Ⅳ 土地再評価差額金 ※2 403 0.3 － －

Ⅴ その他有価証券評価差額金 ※7 1,601 1.3 － －

Ⅵ 自 己 株 式 ※6 △ 29 △0.0 － －

 資 本 合 計  38,270 30.3 － －

 負債・資本合計  126,329 100.0 － －

                                                    



                           第１２４期 第１２５期

     （平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

区 分
注記 
番号

金 額(百万円)
構成比
(％)

金 額(百万円)
構成比
(％)

（純  資  産 の  部）   

Ⅰ 株主資本   

1.資本金   － － 22,251  14.0

2.資本剰余金     

 資本準備金   － 7,492   

 資本剰余金合計   － － 7,492  4.7

3.利益剰余金     

 繰越利益剰余金   － 17,091   

 利益剰余金合計   － － 17,091  10.7

4.自己株式  － － △ 49  △ 0.0

 株 主 資 本 合 計  － － 46,785  29.4

Ⅱ 評価・換算差額等   

1.その他有価証券評価差額金  － － 1,572  1.0

2.繰延ヘッジ損益   － － 214  0.1

3.土地再評価差額金 ※2 － － 469  0.3

 評価・換算差額等合計  － － 2,254  1.4

 純 資 産 合 計  － － 49,039  30.8

 負 債 純 資 産 合 計  － － 159,220  100.0

                                                    



②【損益計算書】

                           第１２４期 第１２５期

   (自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日

       至 平成18年３月31日)   至 平成19年３月31日)

区 分
注記 
番号

金 額(百万円)
百分比
(％)

金 額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売    上    高              

1.商品売上高 ※1 112,055 155,089     

2.その他の売上高 ※1 125 112,179 100.0 153 155,242  100.0  

Ⅱ 売 上 原 価      

1.商品期首たな卸高   931 926   

2.その他受入高 ※2 826 561   

3.当期商品仕入高 ※1 96,568 126,317   

 合計   98,326  127,804    

4.他勘定振替高 ※3 158  32    

5.商品期末たな卸高   926 97,242 86.7 523 127,248  82.0  

 売上総利益  14,937 13.3 27,994  18.0  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※4 
※5

6,476 5.8 7,387  4.7  

     

 営業利益   8,461 7.5 20,607  13.3  

Ⅳ 営 業 外 収 益       

1.受取利息 ※1 572 325   

2.有価証券利息  1 0   

3.受取配当金 ※1 1,856 339   

4.賃貸料 ※1 424 417   

5.業務受託料 ※1 90 94   

6.その他 ※1 43 2,987 2.7 63 1,238  0.8  

Ⅴ 営 業 外 費 用     

1.支払利息   1,474 1,073   

2.為替差損   345 1,056   

3.シンジケートローン組成費用   98 83   

4.その他   168 2,086 1.9 282 2,494  1.6  

 経  常  利  益   9,363 8.3 19,352  12.5  

Ⅵ 特 別 利 益     

1.固定資産売却益 ※6 － 87   

2.投資有価証券売却益  0 57   

3.貸倒引当金取崩益  0 79   

4.その他  23 23 0.0 － 224  0.1  

Ⅶ 特 別 損 失     

1.固定資産除却損   8 94   

2.固定資産売却損 ※7 5 8   

3.減損損失 ※8 585 －    

4.役員退職慰労引当金繰入額   － 280   

5.その他   38 636 0.5 9 390  0.3  

 税引前当期純利益  8,749 7.8 19,186  12.3  

 法人税、住民税及び事業税  2,855  8,351    

 法人税等調整額  188 3,043 2.7 △500 7,851  5.0  

 当期純利益   5,706 5.1 11,335  7.3  

 前期繰越利益    6,428 －   

 土地再評価差額金取崩額    △1,384 －   

 当期未処分利益    10,750 －   

                                       



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】

利益処分計算書

                     第１２４期

   株主総会承認日

                     （平成18年６月29日）

区  分
注記
番号

金  額(百万円)

 Ⅰ 当期未処分利益     10,750

 Ⅱ 利益処分額     

1.配当金    667  

2.役員賞与金    63  730

 Ⅲ 次期繰越利益     10,020

                                 

株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

                     株主資本

       資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

    

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益
剰余金 利益

剰余金
合計

  資本金

    繰越利益
剰余金                          

平成18年３月31日残高（百
万円）

14,743 10,803 － 10,803 10,750 10,750 △ 29 36,266

事業年度中の変動額    

  新株の発行 7,508 7,492 － 7,492 － － － 15,000

  資本準備金の取崩 － △ 10,803 10,803 － － － － －

  剰余金の配当（注） － － － － △ 667 △ 667 － △ 667

  役員賞与（注） － － － － △ 63 △ 63 － △ 63

  当期純利益 － － － － 11,335 11,335 － 11,335

  自己株式の取得 － － － － － － △ 15,020 △ 15,020

  自己株式の消却 － － △ 10,803 △ 10,803 △ 4,197 △ 4,197 15,000 －

  自己株式の処分 － － △ 0 △ 0 － － 0 0

  土地再評価差額金の取崩 － － － － △ 66 △ 66 － △ 66

株主資本以外の項目の事業年度
中

                       

の変動額（純額） － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計                     

（百万円） 7,508 △ 3,311 － △ 3,311 6,341 6,341 △ 20 10,519

平成19年３月31日残高（百
万円）

22,251 7,492 － 7,492 17,091 17,091 △ 49 46,785



                     評価・換算差額等

純資産合計
  

その他有価
証券評価
差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

  

                     

平成18年３月31日残高（百
万円）

1,601 － 403 2,004 38,270

事業年度中の変動額   

  新株の発行 － － － － 15,000

  資本準備金の取崩 － － － － －

  剰余金の配当（注） － － － － △ 667

  役員賞与（注） － － － － △ 63

  当期純利益 － － － － 11,335

  自己株式の取得 － － － － △ 15,020

  自己株式の消却 － － － － －

  自己株式の処分 － － － － 0

  土地再評価差額金の取崩 － － 66 66 －

株主資本以外の項目の事業年度
中

            

の変動額（純額） △ 30 214 － 184 184

事業年度中の変動額合計             

（百万円） △ 30 214 66 251 10,769

平成19年３月31日残高（百
万円）

1,572 214 469 2,254 49,039

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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重要な会計方針

 第１２４期 第１２５期

 (自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

   至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

１．有価証券の   （１）子会社株式及び関連会社株式 （１）子会社株式及び関連会社株式   

 評価基準及び   …移動平均法による原価法 同左

 評価方法   （２）その他有価証券 （２）その他有価証券

   ①時価のあるもの ①時価のあるもの

   …期末日の市場価格等に基づく時価 …期末日の市場価格等に基づく時価

   法（評価差額は全部資本直入法に 法（評価差額は全部純資産直入法に

   より処理し、売却原価は移動平均法 より処理し、売却原価は移動平均法

   により算定しております） により算定しております）

   ②時価のないもの ②時価のないもの

                …移動平均法による原価法  同左            

２．たな卸資産                                

 の評価基準及   移動平均法による原価法 同左

 び評価方法                                 

３．固定資産の   （１）有形固定資産 （１）有形固定資産

 減価償却の方   定額法を採用しております。 同左

 法   なお、主な耐用年数は以下のとおりで

   あります。

   建物及び構築物   8～50年

   機械及び装置    7～15年

   

   （２）無形固定資産 （２）無形固定資産

   定額法を採用しております。 同左

   なお、自社利用のソフトウェアについ

   ては社内における利用可能期間に基づく

   定額法によっております。

４．引当金の計  （１）貸倒引当金         （１）貸倒引当金            

 上基準   売上債権、貸付金等の貸倒に備えるた 同左

   め、一般債権については貸倒実績率に

   より、貸倒懸念債権等特定の債権につい

   ては個別に回収可能性を検討し、回収不

   能見込額を計上しております。

   

   （２）賞与引当金 （２）賞与引当金

   従業員の賞与に充てるため、支給見込 同左

   額に基づき算定しております。

   

  （３）退職給付引当金 （３）退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため当事業 同左

   年度末における退職給付債務の見込額に

   基づき計上しております。

   過去勤務債務及び数理計算上の差異は、

   その発生年度において一括償却しており

   ます。

   

   

──────

（４）役員賞与引当金

   役員賞与の支出に備えて、当事業年度

   における支給見込額に基づき計上してお

   ります。

   （会計方針の変更）

   当事業年度より、「役員賞与に関する

   会計基準」（企業会計基準第４号 平成

   17年11月29日）を適用しております。

   これにより営業利益、経常利益及び税

   引前当期純利益は、それぞれ 114百万円

            減少しております。         



 第１２４期 第１２５期

 (自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

   至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

４．引当金の計   

──────

（５）役員退職慰労引当金

 上基準   役員退職慰労金の支出に備えるため、

   当事業年度末における要支給額の100％

   を計上しております。

   （会計方針の変更）

   当社の役員退職慰労金は、従来その支

   給時の費用として処理しておりましたが、

   当事業年度より、当事業年度末における

   要支給額を役員退職慰労引当金として計

   上する方法に変更いたしました。

   この変更は、平成19年４月27日開催の

   当社取締役会において、平成19年３月期

  に係る定時株主総会終結の時をもって役

  員退職慰労金制度を廃止することとし、

  当該時までの在任期間中の職務遂行の対

  価相当額を、支給すべき退職慰労金とし

  て決定したことに伴い、財務健全化をよ

   りいっそう図ることを目的として行った

   ものであります。

  この変更により、当事業年度発生額 74

  百万円は販売費及び一般管理費に計上し

  過年度対応額 280百万円は特別損失に計

  上しております。

   この結果、従来の方法に比較して、営

   業利益及び経常利益はそれぞれ 74百万

   円減少し、税引前当期純利益は 353百万

   円減少しております。

   なお、取締役会の決定が平成19年４月

   であったことから、当中間会計期間にお

   いては従来の方法によっております。

   変更後の方法によった場合と比較して、

   営業利益及び経常利益がそれぞれ 37百

  万円、税引前中間純利益が 317百万円多

  く計上されております。

５．リース取引    リース物件の所有権が借主に移転すると認 同左            

 の処理方法  められるもの以外のファイナンス・リース取

  引については、通常の賃貸借取引に係る方法

            に準じた会計処理によっております。            

６．ヘッジ会計  （１）ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法

 の方法  原則として繰延ヘッジ処理を採用してお 同左

  ります。なお、為替予約について振当処理

  の要件を満たしている場合は振当処理を採

  用しており、金利スワップ取引について特

  例処理の要件を満たしている場合は、特例

  処理を適用しております。

  （２）ヘッジ手段とヘッジ対象 （２）ヘッジ手段とヘッジ対象

    a.ヘッジ手段…為替予約取引、為替オプ 同左

             ション取引、通貨スワップ取引

      ヘッジ対象…外貨建取引及び外貨建予

              定取引等

    b.ヘッジ手段…商品デリバティブ取引

      ヘッジ対象…原材料及び買掛金

    c.ヘッジ手段…金利スワップ取引

                ヘッジ対象…借入金                    

 



           

 第１２４期 第１２５期

 (自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

   至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

６．ヘッジ会計  （３）ヘッジ方針 （３）ヘッジ方針

 の方法  当社の社内規程である「ヘッジ取引規 同左

  程」に基づき、資産の価格変動、為替変

  動及び負債の金利変動ほか、各種相場の

  変動による損失の可能性（リスク）を減

  殺することを目的にヘッジ取引を行って

  おります。

  

  （４）ヘッジ有効性評価の方法 （４）ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動 同左

  の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャ

   ッシュ・フロー変動の累計または相場変

  動を半期毎に比較し、両者の変動額等を

  基礎にしてヘッジ有効性を評価しており

  ます。ただし、特例処理によっている金

  利スワップについては、有効性の評価を

  省略しております。

７．その他財務   （１）消費税の会計処理方法   （１）消費税の会計処理方法        

 諸表作成のた   税抜方式を採用しております。 同左

 めの基本とな   

 る重要な事項  （２）連結納税制度の適用 （２）連結納税制度の適用

               連結納税制度を適用しております。 同左            

会計処理の変更

 第１２４期 第１２５期

 (自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

   至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

４．会計処理基  （固定資産の減損に係る会計基準）

──────

 準に関する事   当事業年度より、固定資産の減損に係る会

 項   計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

   設定に関する意見書」（企業会計審議会 平

   成14年８月９日））及び「固定資産の減損に

   係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

   用指針第６号 平成15年10月31日）を適用し

   ております。

   これにより税引前当期純利益は585百万円減

   少しております。

   なお、減損損失累計額については、改正後

   の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から

   直接控除しております。

   

   （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

   計基準）

   当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

   部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

   第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照

   表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

   
──────

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

   平成17年12月９日）を適用しております。

   これまでの資本の部の合計に相当する金額

   は 48,825百万円であります。

   なお、当事業年度末における貸借対照表の

   純資産の部については、財務諸表等規則の改

   正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作

                              成しております。            



表示方法の変更

第１２４期 第１２５期

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

                              （損益計算書）            

 前期まで特別利益の「その他」に含めて表示してお

 
──────

りました「貸倒引当金取崩益」は、特別利益の総額

 の100分の10を超えたため区分掲記しております。

 なお、前期における「貸倒引当金取崩益」の金額は

                              ０百万円であります。            
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注  記  事  項
（貸借対照表関係）

第１２４期 第１２５期

(平成18年３月31日現在) (平成19年３月31日現在)

 ※１ 関係会社に対する資産・負債          ※１ 関係会社に対する資産・負債        

 区分掲載されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲載されたもの以外で各科目に含まれている

 関係会社に対するものは以下のとおりであります。 関係会社に対するものは以下のとおりであります。

 受取手形 8,075百万円 受取手形 13,902百万円

 売掛金 3,990  〃 売掛金 6,909  〃

 支払手形 1,427  〃 支払手形 2,110  〃

 買掛金 10,421  〃 買掛金 13,850  〃

 

 ※２ 事業用土地の再評価 ※２ 事業用土地の再評価

 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31

 日公布 法律第34号）及び「土地の再評価に関する 日公布 法律第34号）及び「土地の再評価に関する

 法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公 法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公

 布  法律第19号）に基づき事業用の土地の再評価を 布  法律第19号）に基づき事業用の土地の再評価を

 行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に 行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

 係る繰延税金負債」として負債の部に、これを控除 係る繰延税金負債」として負債の部に、これを控除

 した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

 計上しております。 に計上しております。

 

 ・再評価の方法 ・再評価の方法

 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

 ３月31日公布 政令第119号）第２条第３号に定める ３月31日公布 政令第119号）第２条第３号に定める

 固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する 固定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する

 方法、及び第５号に定める不動産鑑定士の鑑定評価 方法、及び第５号に定める不動産鑑定士の鑑定評価

 によって算出しております。 によって算出しております。

 

 ・再評価を行った年月日 平成13年３月31日 ・再評価を行った年月日 平成13年３月31日

 ・再評価を行った土地の当期末における時価と再評 ・再評価を行った土地の当期末における時価と再評

 価後の帳簿価額との差額 660百万円 価後の帳簿価額との差額 687百万円

 

 

 ※３ 担保提供資産及び対応債務 ※３ 担保提供資産及び対応債務

 担保に供している資産は次のとおりであります。 該当事項はありません。

 投資有価証券 120百万円

 担保付債務は次のとおりであります。

 関係会社の短期借入金 14百万円

 

 ４ 偶発債務 ４ 偶発債務

 内 容 被保証者 金    額 内 容 被保証者 金    額

 銀行支払保証 従業員  282百万円 銀行支払保証 従業員  241百万円

 

 ※５ 会社が発行する株式及び発行済株式総数

──────

 会社が発行する株式 普通株式 558,000,000株

 優先株式 75,000,000株

 発行済株式総数 普通株式 91,518,638株

 優先株式 75,000,000株

 

 ※６ 自己株式

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式115千 ──────

 株であります。

 ※７ 配当制限

────── 商法施行規則第 124条第３号に規定する資産に時



 価を付したことにより増加した純資産額は1,601百

   万円であります。                    



（貸借対照表関係）

第１２４期 第１２５期

(平成18年３月31日現在) (平成19年３月31日現在)

 ※８ 期末日満期手形

 期末日満期手形の会計処理については、手形交

 換日をもって決済処理をしております。

 なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

 ────── 次の期末日満期手形が期末残高に含まれておりま

 す。

 受取手形 512百万円

 支払手形 2,517百万円

                              設備支払手形    238百万円

（損益計算書関係）

第１２４期 第１２５期

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

 ※１ 関係会社との取引に係るもの          ※１ 関係会社との取引に係るもの        

 商品売上高 49,615百万円 商品売上高 65,477百万円

 その他売上高 125   〃 その他売上高 153   〃

 商品仕入高 97,307   〃 商品仕入高 127,006   〃

 受取利息 570   〃 受取利息 321   〃

 受取配当金 1,819   〃 受取配当金 287   〃

 賃貸料 339   〃 賃貸料 300   〃

 業務受託料 90  〃 業務受託料 94  〃

 その他雑益 8  〃 その他雑益 32  〃

 

 ※２ その他受入高の内容 ※２ その他受入高の内容

 ステンレス鋼商品の加工賃 ステンレス鋼商品の加工賃

 及び梱包費等 826百万円 及び梱包費等 561百万円

 

 ※３ 他勘定振替高の内容 ※３ 他勘定振替高の内容

 その他（販売費等） 158百万円 その他（販売費等） 32百万円

 

 ※４ 販売費及び一般管理費の内容 ※４ 販売費及び一般管理費の内容

 販売費に属する費用はおよそ３割であり一般管 販売費に属する費用はおよそ３割であり一般管

 理費に属する費用はおよそ７割であります。主要 理費に属する費用はおよそ７割であります。主要

 な費目及び金額は次のとおりであります。 な費目及び金額は次のとおりであります。

 運送費及び保管料 1,816百万円 運送費及び保管料 1,897百万円

 給料賞与等 1,251   〃 給料賞与等 1,403   〃

 福利厚生費 286   〃 福利厚生費 312   〃

 退職給付費用 399   〃 退職給付費用 193   〃

 賞与引当金繰入額 194   〃 賞与引当金繰入額 215   〃

 賃借料 504   〃 役員賞与引当金繰入額 114   〃

 減価償却費 165   〃 役員退職慰労引当金繰入額 74  〃

 研究試験開発費 140   〃 賃借料 551   〃

 減価償却費 165   〃

 研究試験開発費 127   〃

 

 ※５ 研究開発費の総額 ※５ 研究開発費の総額

 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は140百 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は127百

 万円であります。 万円であります。

 

 
──────

※６ 固定資産売却益の内容

  土地等      87百万円  



（損益計算書関係）

第１２４期 第１２５期

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

 ※７ 固定資産売却損の内容            ※７ 固定資産売却損の内容           

 土地等 5百万円 土地 8百万円

 

 ※８ 減損損失

──────

 当社は、当事業年度において、一部の遊休資産に

 つき減損損失585百万円を計上しております。その

 内訳は主に千葉県内所在の遊休土地等であり、近年

 の地価下落に伴い、当該資産の時価が帳簿価額に対

 し著しく下落していることによるものであります。

 なお、当社は、減損の兆候を判定するにあたって

 は、原則として、事業用資産及び遊休資産に分類

 し、事業用資産については各事業所単位、遊休資産

 については個別物件単位でグルーピングを実施して

 おります。

 また、遊休資産の回収可能価額については正味売

 却価額により測定しており、その際使用する時価の

 算定は、固定資産税評価額に合理的な調整を加え実

   施しております。                    

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

              
前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

 

   

              （千株） （千株） （千株） （千株）  

 自己株式                           

  普通株式        123   30 1  152

  第Ⅰ種優先株式    －   20,000 20,000  －

  第Ⅱ種優先株式    －   25,000 25,000  －

  第Ⅲ種優先株式    －   30,000 30,000  －

 合計   123   75,030 75,001  152

（注） １．普通株式の自己株式の増加 30千株は、単元未満株式の買取りによるものであり、普通株式の自己株式の減

少 1千株は、単元未満株式の売渡請求による売渡であります。

２．第Ⅰ種優先株式、第Ⅱ種優先株式及び第Ⅲ種優先株式の自己株式の増加 75,000千株は、会社法第156条の規

定に基づく自己株式の取得による減少であります。

３．第Ⅰ種優先株式、第Ⅱ種優先株式及び第Ⅲ種優先株式の自己株式の減少 75,000千株は、会社法第178条の規

定に基づく自己株式の消却による減少であります。
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（リース取引関係）

第１２４期 第１２５期

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

 １．リース物件の所有権が借主に移転すると認められ １．リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

 るもの以外のファイナンス・リース取引 るもの以外のファイナンス・リース取引

 

 ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当 ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

 額及び期末残高相当額 額及び期末残高相当額

 （単位：百万円） （単位：百万円）

            取得価額 減価償却 期末残高        取得価額 減価償却 期末残高

    累計額   累計額  

   相当額 相当額 相当額 相当額 相当額 相当額

 (有形固定資産）                        (有形固定資産）                 

 車両運搬具 9 2 6 車両運搬具 9 5 3

 工具器具及び備品 265 140 125 工具器具及び備品 358 216 143

 (無形固定資産）   (無形固定資産）  

 ソフトウェア 331 149 182 ソフトウェア 378 227 152

 合計 604 291 313 合計 745 447 298

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が （注） 同左

 有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

 ため、「支払利子込み法」により算定しており

 ます。

 

 ②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

 一年内 127百万円 一年内 127百万円

 一年超  186 〃 一年超  170 〃

 合計 313 〃 合計 298 〃

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

 ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占 ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

 める割合が低いため、「支払利子込み法」によ める割合が低いため、「支払利子込み法」によ

 り算定しております。 り算定しております。

 

 ③支払リース料及び減価償却費相当額 ③支払リース料及び減価償却費相当額

 支払リース料 114百万円 支払リース料 166百万円

 減価償却費相当額 114 〃 減価償却費相当額 166 〃

 

 ④減価償却費相当額の算定方法 ④減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定 同左

 額法によっております。

 

 （減損損失について） （減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありませんの 同左

 で、項目等の記載は省略しております。

 

 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

 

────── ──────
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（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

   （単位：百万円）

                           第１２４期 第１２５期

                           （平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

 繰延税金資産

  当期計上事業税額 146 533

  賞与引当金損金算入限度超過額 81 90

  退職給付引当金損金算入限度超過額 912 931

  役員退職慰労引当金繰入超過額 － 144

  貸倒引当金損金算入限度超過額 179 106

  有価証券評価損否認額 752 720

  固定資産評価損否認額 781 744

  分社子会社株式に含まれる否認額 3,853 3,853

  土地再評価差損 364 337

  その他 134 285

 繰延税金資産小計 7,201 7,743

 評価性引当額 △ 6,906 △ 6,947

 繰延税金資産合計 295 795

 繰延税金負債

  土地再評価差益 889 889

  合併による土地再評価差額金 447 447

  投資有価証券評価差額金 1,096 1,076

  その他 － 146

 繰延税金負債合計 2,433 2,559

 繰延税金資産の純額 241 490

 繰延税金負債の純額 2,378 2,254

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

項目別の内訳

第１２４期 第１２５期

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

  当事業年度末において、上記１．の繰延税金資産 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

 の大部分につきまして評価性引当額を計上している 担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

 ため、法定実効税率と法人税等の負担率が大きく乖 であるため注記を省略しております。

 離しております。なお、永久差異等の影響は軽微で

 あるため、その項目別内訳につきましては記載を省

 略しております。                         



（１株当たり情報）

第１２４期 第１２５期

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

 

 １株当たり純資産額 251.61円 １株当たり純資産額 396.05円

 １株当たり当期純利益金額 59.44円 １株当たり当期純利益金額 103.38円

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 47.84円 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

 ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

                              ないため記載しておりません。          

（注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

                              第１２４期 第１２５期

 (自 平成17年４月 1日 (自 平成18年４月 1日 

                               至 平成18年３月31日)  至 平成19年３月31日)

 １株当たり当期純利益金額           

  当期純利益  5,706百万円  11,335百万円

  普通株主に帰属しない金額  273百万円  －百万円

  普通株式に係る当期純利益  5,433百万円  11,335百万円

  普通株式の期中平均株式数  91,404千株   109,643千株  

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

  当期純利益調整額  210百万円  －百万円

  普通株式増加数  26,549千株   －千株  

  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後   

  １株当たり当期純利益の算定に含めなかった ────── ──────

  潜在株式の概要               



（重要な後発事象）

第１２４期 第１２５期

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

 当社は平成18年４月17日開催の取締役会において、

──────

 ①資本準備金の減少および自己株式（優先株式）の取

 得枠の設定について、第124期定時株主総会に付議す

 ること、②第三者割当による第５回無担保転換社債型

 新株予約権付社債の発行、および転換社債型新株予約

 権付社債に係る発行登録を行うことを決議いたしまし

 た。

 その内容につきましては以下のとおりであります。

 

Ⅰ．資本準備金の減少

 １．目 的

 当社が平成15年３月に発行した優先株式の取得を

 行う原資の一部に充てることを目的といたします。

 ２．要 領

 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備

 金10,802,953,653円について、その全額である10,

 802,953,653円を減少いたします。資本準備金減少

 の効力が発生しますと、資本準備金は０円となり

 ます。減少した資本準備金額は、全額を「その他

 資本剰余金」に振り替える予定です。

 ３．日 程

 （１）取締役会決議日：平成18年４月17日

 （２）株主総会決議日：平成18年６月29日

 （３）債権者異議申述 終期日：平成18年７月31日

 （４）資本準備金減少の効力発生日

 ：平成18年８月１日

 
Ⅱ．自己株式（優先株式）の取得枠設定

 １．理 由

 当社の優先株式は普通株式への転換価額が転換請

 求期間開始時に決定する方式であるため、当該優

 先株式に係る潜在株式数が確定しておらず、また、

 優先配当金が金利連動型になっているため、将来

 の配当負担が金利変動に左右されるといった特徴

 があります。今回の優先株式の取得及び消却は、

 このような不確実性を排除することで、当社資本

 政策の柔軟性を高める効果があるものと考えてお

 ります。

 ２．取得枠の内容

 （１）取得する株式の数

 第Ⅰ種優先株式 20,000,000株

 第Ⅱ種優先株式 25,000,000株

 第Ⅲ種優先株式 30,000,000株

 上記取得する株式の総数は、第Ⅰ種乃至第Ⅲ種

 それぞれの優先株式の発行済株式総数の100％で

 あります。

 （２）株式を取得するのと引換えに交付する金銭等

 の内容及びその総額

 第Ⅰ種優先株式 株式を取得するのと引換え

     に金銭を交付し、総額は40億円        



（重要な後発事象）

第１２４期 第１２５期

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

      第Ⅱ種優先株式 株式を取得するのと引換え

──────

 に金銭を交付し、総額は50億円

 第Ⅲ種優先株式 株式を取得するのと引換え

 に金銭を交付し、総額は60億円

 合算総額150億円

 （３）株式を取得することができる期間

 平成18年６月開催予定の第124期定時株主総会

 に付議予定の資本準備金減少にかかる効力発生

 日から、平成19年６月開催予定の定時株主総会

 終結の時まで。

 （注）上記内容については、平成18年６月開催

 予定の当社第124期定時株主総会において「資本

 準備金減少の件」が承認可決されることを条件

 とします。

 

Ⅲ．第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行

 １．目 的

 当社が平成15年３月に発行した優先株式取得のた

 めの資金調達並びに自己資本の質的改善のために

 実施するものです。

 ２．社債の名称

 日本冶金工業株式会社第５回無担保転換社債型

 新株予約権付社債

 ３．発行価額 額面100円につき金100円

 ４．各社債券の金額 金１億円の１種

 ５．発行総額 金90億円

 ６．募集の方法

 第三者割当の方法により、金55億円をみずほ証

 券株式会社に、金35億円を三菱ＵＦＪ証券株式会

 社に割当てる。

 ７．払込期日及び発行日 平成18年５月８日（月）

 ８．利  率  本社債には利息を付さない。

 ９．償還期限  平成20年５月８日（木）

 本新株予約権付社債の社債権者は、次項により

 修正された転換価額が308.5円となった日以降は、

 当社に対して償還すべき日の２週間前に通知を行

 うことにより、その保有する社債の全部または一

 部を額面100円につき金100円で繰上償還すること

 を、当社に対して請求する権利を有する。

 10．新株予約権に関する事項

 （１）新株予約権の総数

 各社債に付された新株予約権の数は１個とし

 合計90個の新株予約権を発行する。

 （２）転換価額

 当初617円とする。

 本新株予約権付社債の発行後、毎月第４週金

 曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以

 降、転換価額は、決定日まで（当日を含む。）

 の５連続取引日（ただし、終値のない日は除

 き、決定日が取引日でない場合には、決定日の

 直前の取引日までの５連続取引日とする。）の

                                        



（重要な後発事象）

第１２４期 第１２５期

(自  平成17年４月１日 (自  平成18年４月１日

  至   平成18年３月31日)   至   平成19年３月31日)

 株式会社東京証券取引所における当社普通株式

──────

 の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）

 の平均値の92％に相当する金額（円位未満小数

 第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨て

 る。）に修正される。

 （３）新株の発行価額中の資本組入れ額

 本新株予約権の行使により株式を発行する場

 合の当社普通株式１株の資本組入額は当該株式

 の発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結

 果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を

 切り上げるものとする。

 （４）行使請求期間 

 平成18年５月９日から平成20年５月７日まで

 

Ⅳ．転換社債型新株予約権付社債に係る発行登録

 １．目 的

 当社が平成15年３月に発行した優先株式取得の

 ための資金調達の準備として発行登録を行うもの

 です。実際の発行のタイミングは、平成18年４月

 17日開催の取締役会において発行を決議した第５

 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換進捗

 状況等を踏まえて当社が決定します。これにより、

 市場環境や当社の財務戦略・資本政策を踏まえた、

 機動的かつ柔軟性ある資金調達が可能になると考

 えております。

 ２．要 領

 （１）募集有価証券の種類 

 転換社債型新株予約権付社債

 （２）発行予定期間

 発行登録の効力発生予定日から１年を経過す

 る日まで（平成18年４月25日～平成19年４月24

 日）

 （３）発行予定額 60億円（上限）

 （４）調達資金の使途

 当社が平成18年４月17日開催の取締役会にお

 いて発行を決議した第５回無担保転換社債型新

 株予約権付社債の発行手取金と合わせ、当社が

 平成15年３月に発行した当社優先株式全額の取

 得及び消却の資金に充当する予定ですが、平成

 18年６月開催予定の第124期定時株主総会にお

 いて当該優先株式の取得に係る議案が承認可決

 されることが前提となります。

 （５）募集の方法

 第三者割当の方法により、上限60億円をみず

 ほ証券株式会社に割当てる予定です。なお、

 当社と割当予定先との間で、当該新株予約権付

 社債の割当てに係る基本契約を締結する予定で

     す。                      



④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上
額 （百万円）

投資有価証券 その他有価証券

日本精線(株) 1,688,052.00 1,160  

昭和電工(株) 2,145,719.00 951  

(株)みずほフィナンシャルグループ 843.42 640  

日本金属(株) 614,000.00 301  

太平洋汽船(株) 510,805.00 255  

モリ工業(株) 415,403.00 246  

大陽日酸(株) 228,552.29 243  

飯野海運(株) 190,000.00 239  

丸全昭和運輸(株) 507,195.39 216  

朝日工業(株) 757.00 195  

その他26銘柄 23,573,961.09 851  

小計 29,875,288.19 5,297  

計 29,875,288.19 5,297  

【その他】

銘柄 投資口数（口）
貸借対照表計上
額 （百万円）

投資有価証券 その他有価証券 インデックスＭ２２５ 270,000,000 96  

計 270,000,000 96  



【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

資産の種類
前期末  
残高

当期  
増加額

当期  
減少額

当期末  
残高

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

当期償却額
差引当期末

金額

有形固定資産      

 建物 4,959 20  3 4,976 1,719 111 3,257  

 構築物 220 12  6 225 169 6 56  

 機械及び装置 404 －  － 404 235 22 168  

 工具器具及び備品 220 20  8 232 186 7 46  

 土地 6,275 144  120 6,299 － － 6,299  

 建設仮勘定 19 104  116 7 － － 7  

 有形固定資産計 12,097 299  254 12,143 2,309 147 9,834  

無形固定資産      

 工業所有権 3 －   － 3 3 － 0  

 借地権 35 －  12 23 － － 23  

 公共施設利用権 18 －  － 18 9 0 9  

 ソフトウェア 189 1  100 89 80 18 9  

 無形固定資産計 245 1  112 134 92 18 41  

長期前払費用 135 3  3 135 102 24 33  

（注） １．当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

（１）土地の増加

川崎市川崎区 73百万円

勝浦市 71百万円

（２）土地の減少

川崎市川崎区 73百万円

千葉県八千代市 38百万円

（３）ソフトウェアの減少

開発用ソフトウェア 91百万円

【引当金明細表】

区分
前期末残高  
（百万円）

当期増加額  
（百万円）

当期減少額  
（目的使用）
（百万円）

当期減少額  
（その他）  
（百万円）

当期末残高  
（百万円）

貸倒引当金 440  3 102 77 263  

賞与引当金 198  221 198 － 221  

役員賞与引当金 －  114 － － 114  

役員退職慰労引当金 －  353 － － 353  

（注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。



（２）【主な資産及び負債の内容】

当事業年度末（平成19年３月31日現在）における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。

①現金及び預金                     

区分 金額（百万円）

 現金 5

預金

 当座預金 1,844

その他 4

  計 1,847

 合計 1,853

②受取手形                       

相手先 金額（百万円）

 ナス物産(株) 8,066

 ナストーア(株) 3,501

 ナス鋼帯(株) 2,323

 ウメトク(株) 427

 日本金属(株) 182

 その他 2,183

 合計 16,682

決済期日別内訳                               

期日
平成19年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計

金額（百万円） 2,241  5,041  5,412 3,280 696 12  16,682

③売掛金                      

相手先 金額（百万円）

 ナス物産(株) 5,748

 (株)メタルワン 2,262

 伊藤忠丸紅鉄鋼(株) 1,825

 豊田通商(株) 1,645

 丸紅(株) 1,454

 その他 9,322

 合計 22,257

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況         

                               
回収率（％）  

滞留期間  
（日）

前期繰越高 当期発生高 当期回収高 次期繰越高 (A)+(D)  

（百万円）  （百万円） （百万円） （百万円） (C)
×100

 2    

(A) (B) (C) (D) (A)+(B) (B)  

                                365    

12,104    163,047  152,894 22,257 87.3 38.5日 

（注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。

④たな卸資産               

科目 品名 金額（百万円）

 商品          ステンレス鋼板他  523

 たな卸資産合計  523



⑤関係会社短期貸付金            

相手先 金額（百万円）

 (株)ＹＡＫＩＮ川崎 26,105

 (株)ＹＡＫＩＮ大江山 2,205

 合計 28,310

⑥関係会社未収入金            

相手先 金額（百万円）

 ㈱ＹＡＫＩＮ川崎 43,544

 ㈱ＹＡＫＩＮ大江山 5,922

 ナスクリエート㈱ 67

 ナストーア㈱ 58

 ナスビジネスサービス㈱ 12

 その他 10

 合計 49,613

⑦関係会社株式            

相手先 金額（百万円）

 (株)ＹＡＫＩＮ川崎 13,589

 (株)ＹＡＫＩＮ大江山 4,505

 ナス物産(株) 1,738

 ナストーア(株) 855

 ナス鋼帯(株) 791

 その他 1,657

 合計 23,134

⑧支払手形            

相手先 金額（百万円）

 (株)ゴトウ 1,050

 
日本冶金工業㈱指定業者事業
協同組合

906

 丸紅(株) 793

 カヤ興産(株) 684

 ナスエンジニアリング(株) 577

 その他 7,784

 合計 11,795

期日別内訳                             

期日
平成19年 
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計

金額（百万円） 4,968  2,474  2,038 1,645 647 23  11,795

⑨買掛金                      

相手先 金額（百万円）

 (株)ＹＡＫＩＮ川崎 13,850

 その他 0

 合計 13,850



⑩短期借入金            

相手先 金額（百万円）

 (株)みずほコーポレート銀行 7,223

 三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 2,963

 (株)三菱東京ＵＦＪ銀行 2,317

 中央三井信託銀行(株) 2,097

 (株)横浜銀行 2,000

 その他 7,500

 合計 24,100

⑪未払金            

相手先 金額（百万円）

 三菱商事(株) 2,413

 ナス物産(株) 2,349

 丸紅(株) 1,267

 阪和興業(株) 806

 三井物産(株) 683

 その他 5,329

 合計 12,847

⑫長期借入金            

相手先 金額（百万円）

 (株)みずほコーポレート銀行 10,579

 三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 3,936

 (株)三菱東京ＵＦＪ銀行 3,567

 日本政策投資銀行 3,125

 中央三井信託銀行(株) 2,478

 その他 6,219

 合計 29,904

（３）【その他】

該当事項はありません。



第６【提出会社の株式事務の概要】

 事業年度  ４月１日から３月31日まで

 定時株主総会  ６月中

 基準日  ３月３１日

 株券の種類  普通株式については、5,000株券、500株券

 剰余金の配当の基準日  ９月30日、３月31日

 １単元の株式数  500株

 株式の名義換え  

   取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部

   株式名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

   取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社全国各支店 野村證券株式会社全国本支店

   名義書換手数料 無料

   新券交付手数料  一枚につき50円に印紙税相当額を加算した金額

 単元未満株式の買取り  

   取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部

   株式名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

   取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社全国各支店 野村證券株式会社全国本支店

   買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

 公告掲載方法  東京都において発行する日本経済新聞

 株主に対する特典  該当事項はありません。

（注）当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利



第７【提 出 会 社 の 参 考 情 報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、証券取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(１) 有価証券届出書（新株予約権付社債）

平成18年４月17日 関東財務局長に提出

(２) 発行登録書（新株予約権付社債）

平成18年４月17日 関東財務局長に提出

(３) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度 第124期（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）平成18年６月29日 関東財務局長に提出

(４) 訂正発行登録書（新株予約権付社債）

平成18年６月29日 関東財務局長に提出

(５) 発行登録追補書類（新株予約権付社債）

平成18年10月23日 関東財務局長に提出

(６) 発行登録取下届出書（新株予約権付社債）

平成18年11月８日 関東財務局長に提出

(７) 半期報告書

事業年度 第125期中（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）平成18年12月15日 関東財務局長に提出

(８) 臨時報告書

平成19年４月９日 関東財務局長に提出

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく臨時報告書

であります。

(９) 臨時報告書

平成19年６月12日 関東財務局長に提出

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づく臨時報告書

であります。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



独立監査人の監査報告書

平成１８年６月２９日 

日本冶金工業株式会社

取締役会  御中

八 重 洲 監 査 法 人

代 表 社 員
公認会計士 本 間 英 雄  印

業務執行社員

代 表 社 員
公認会計士 久 具 壽 男  印

業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 渡 邊 考 志  印

  当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本冶金工業株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び

連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。

監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の

結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、日本冶金工業株式会社及び連結子会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

追記情報

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当連結会計年度より、固

定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。

 重要な後発事象において、資本準備金の減少及び新株予約権付社債の発行等に関する記載がある。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

                                       

 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添

付する形で別途保管している。



独立監査人の監査報告書

平成１９年６月２７日 

日本冶金工業株式会社

取締役会  御中

八 重 洲 監 査 法 人

代 表 社 員
公認会計士 原 田 一 雄  印

業務執行社員

代 表 社 員
公認会計士 久 具 壽 男  印

業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 渡 邊 考 志  印

  当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本冶金工業株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。

監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の

結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、日本冶金工業株式会社及び連結子会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

追記情報

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４．会計処理基準に関する事項（ハ）重要な引当金の計上

基準⑤役員退職慰労引当金に記載のとおり、会社及び国内連結子会社は、役員退職慰労金について、従来支給

時の費用として処理していたが、当連結会計年度より、連結会計年度末における要支給額を役員退職慰労引当

金として計上する方法に変更した。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

                                       

 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添



付する形で別途保管している。



独立監査人の監査報告書

平成１８年６月２９日 

日本冶金工業株式会社

取締役会  御中

八 重 洲 監 査 法 人

代 表 社 員
公認会計士 本 間 英 雄  印

業務執行社員

代 表 社 員
公認会計士 久 具 壽 男  印

業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 渡 邊 考 志  印

  当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本冶金工業株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１２４期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

日本冶金工業株式会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

 会計処理の変更に記載のとおり、会社は、当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準を適用している

ため、当該会計基準により財務諸表を作成している。

 重要な後発事象において、資本準備金の減少及び新株予約権付社債の発行等に関する記載がある。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

                                       

 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管している。



独立監査人の監査報告書

平成１９年６月２７日 

日本冶金工業株式会社

取締役会  御中

八 重 洲 監 査 法 人

代 表 社 員
公認会計士 原 田 一 雄  印

業務執行社員

代 表 社 員
公認会計士 久 具 壽 男  印

業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 渡 邊 考 志  印

  当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている日本冶金工業株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１２５期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

日本冶金工業株式会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

 重要な会計方針４．引当金の計上基準（５）役員退職慰労引当金に記載のとおり、会社は役員退職慰労金に

ついて、従来支給時の費用として処理していたが、当事業年度より、事業年度末における要支給額を役員退職

慰労引当金として計上する方法に変更した。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

                                       

 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管している。
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